
－平成 31 年度－

新温泉町予算説明書

　まちを知る　 

　　　　　　　　　　　　　　　考える　参画する　

私たちの新温泉町

日本遺産「北前船寄港地・諸寄港」



1

　

　 

                                                                                                     

1　豊かな資源を生かして産業を育てるまち
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・・・４
　①農林畜水産業の振興　　④地域産業の振興
　②商工業の振興　　　　　⑤起業・雇用対策の推進
　③観光業の振興

２　ふるさとを愛する次世代を育て見守るまち 
　　    　　　　　　　　　　　　　　・・・ ９　
　①子育て支援の充実　　④生涯学習の推進
　②教育の充実　　　　　⑤スポーツの振興
　③青少年の健全育成　　⑥歴史・文化・芸術の振興

３　みんなで支えあう絆のあるまち　・・・14　
　①健康づくりの推進　　④高齢者福祉の充実
　②医療環境の充実　　　⑤障がい者福祉の充実
　③地域福祉力の向上

４　安全で住みやすい環境の整ったまち
　　　　　　　　　　　　　　　　 　・・・17　
　①消防・防災の推進　④交通安全・防犯対策の充実
　②道路網の整備　　　⑤上下水道の整備
　③交通・移動手段の充実　⑥市街地の整備

５  自然と調和して心地よく暮らせるまち
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・20
　①自然環境の保全　　　④高度情報化の推進
　②生活環境の充実　　　⑤安心な消費生活の推進
　③循環型社会の形成　　⑥温泉配湯の利活用

６  住民と行政が夢をふくらませるまち
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・23
　①参画と協働の推進　　④広域連携・交流の強化
　②人権・平和の尊重　　⑤情報発信の強化
　③行財政改革の推進
※資料
     行財政改革への取組   　　　　　　・・・26
     まちの台所事情    　　　        　　　・・・27

＜平成 31年度予算説明書の見方＞
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    ます。
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はじめに

　住民の皆さまには、平素から本町のまちづくりに格別のご支援ご協力をいただき厚くお礼申し上げます。
さて、国においては「新経済・財政再生計画」を着実に実行するため、本格的な歳出改革に取り組み、施策
の優先順位の洗い直し、無駄の徹底排除を行いつつ、予算の中身を大胆に重点化するとしています。
　このような中、本町では、本格的な人口減少社会の到来、急速な少子高齢化、地域経済の停滞や自然災害
など、複雑・多様化する課題に適切に対応していかなければなりません。
　平成３１年度の予算編成に当たっては、防災安全室やおんせん天国室を設置するなどの組織見直しと併せ、
限られた財源で最大の効果が得られ、課題に的確に対応するよう、事業の選択と集中による予算配分を行っ
たところであります。
　本年度も、まちづくりの総合的指針として策定した第２次新温泉町総合計画に基づく施策を一歩ずつ着実
に進めながら、まちの将来像である『海・山・温泉　人が輝く　夢と温もりの郷　－ふるさとの未来へ “ つなぐ ”
まちづくり－』の実現に向けて、子どもからお年寄りまでの “ つながり ” や産業、地域、未来への “ つながり ”
を深め、住民同士や地域の “ つながり ” を大切にしたまちづくりに取り組んでまいります。また、「温泉」を
最大限に活用し、健康、観光、産業、教育などのあらゆる視点と新たな発想で、町名に「温泉」のつく町として、
その名にふさわしいまちづくりを進め、健康で楽しく長生きのできるまち『おんせん天国』を目指します。
　本説明書では、町が行っている事業の内容を分かりやすくお伝えできるよう心がけて作成しております。
町が取り組む事業を理解いただき、町民の皆様と相互理解のうえで、よりよいまちづくりを進めるためにご
利用いただけたら幸いです。
　「平成」から「令和」へ新しい時代を迎えます。本年度も、引き続き本町のまちづくりに、ご支援ご協力
を賜りますようお願い申し上げます。
                                                                                                      　　　　　　平成 31 年４月  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新温泉町長　西村銀三
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１　予算規模

（１）一般会計
　平成 31 年度予算は、新しい風を追い風とし、本町
の宝である「温泉」を最大限に活用した特長的な取組
を進め、健康で楽しく長生きができるまち「おんせ
ん天国」を目指し、新しい風を通じて “ ひと ” と “ ま
ち ” をつなぎます。さらに、地域住民と話し合い、考
え、知恵を出し合う、現場中心の施策を展開しながら、
まちの将来像の実現に向けて、地域特性を生かしなが
ら、次代を担う子どもたちが本町に生まれ育ったこと
を誇りに思うことのできるまちづくりを積極的に進め
ていきます。特に、将来的に人が地域に根付き、さら
なる地域の活力の確保につなげるという好循環を生み
出し、本町が将来にわたり持続的に発展を続けていく
まちづくりを推進します。
　町が、将来にわたり持続的に発展を続けていくため、
健全な財政運営に配慮しながら、“ 海・山・温泉　人
が輝く　夢と温もりの郷 ” の実現と、次世代がこのま
ちを誇れるようなまちづくりに向け、全力で取り組み
ます。

（２）特別会計
　国民健康保険事業制度は、平成 30 年度から県が町
とともに制度の運営を担う新制度に移行 2 年目とな
り、国民健康保険事業特別会計の予算額は、大幅な減
少となっています。浜坂地区残土処分場事業特別会計
は、新残土処分場整備が本格化し、本体工事に加え、
進入路・管理棟等の事業実施に伴い、大幅な予算増と
なっています。

（３）公営企業会計
　公営企業会計は、民間の企業と同様に独立採算が原
則であることを念頭に、収支計画・事業計画に基づい
た経営を行わなければなりません。費用対効果を考慮
しつつ、水道事業会計は諸寄浄水場紫外線処理施設整
備事業、新市水源井戸更新整備事業等を行います。下
水道事業会計はストックマネジメント計画策定を実施
します。公立浜坂病院事業会計では、院内環境整備、
医師住宅外壁改修等を行います。

２　一般会計
（１）歳入概要

①町税
　平成 31 年度は、前年度の決算見込みを勘案し、個
人町民税は、個人所得の増加を見込み、前年度比 572
万円増（1.2％増）としました。一方、固定資産税は、
徴収努力を勘案し、前年度比 198 万円減（0.3％減）、

法人税は、前年度比 149 万円減（2.4％減）を見込み
ました。これらの結果、町税総額はほぼ前年度並みの
13 億 5,154 万円、前年度比 34 万円減を見込みました。
②地方交付税
　国の地方財政計画では、地方交付税の総額は 16 兆
1,809 億円、前年比 1,724 億円増（+1.1％）となり、
7 年ぶりの増額となっています。本町の平成 31 年度
当初予算での普通交付税は、40 億 3,200 万円、前年
度比 2 億 9,900 万円増、8.0％増となりましたが、平
成 30 年度決算見込である 41 億 9,928 万円との比較
では、1 億 6,728 万円減、4.0％減を見込みました。
地方財政計画に基づく地方交付税の 1.1％増相当額
4,600 万円を見込む一方で、合併特例措置（合併算定
替）の段階的縮減の 4 年目にあたる平成 31 年度の減
額 5,800 万円の減少等を見込みました。一方、特別
交付税は、地域おこし協力隊員の増員、地域力創造ア
ドバイザー分のルール加算による増を見込み、総額 5
億 2,700 万円、前年度比 1,000 万円増を見込みまし
た。これらの結果、普通交付税、特別交付税をあわせ
た地方交付税の総額 45 億 5,900 万円（前年度比 3 億
900 万円増）を見込んでいます。
③町債
　町債の残高及び後年度償還負担に留意しながら過疎
債及び合併特例債など後年度交付税算入のある町に負
担の少ない有利な起債の発行に配慮しました。

（２）歳出概要
①一般行政経費
　歳入と歳出のバランスを図り、経費節減に努めたも
のの、物件費・繰出金の増に伴い、一般行政経費の総
額は、71 億 7,203 万円（前年度比 7,015 万円増、1.0％
増）となりました。
②投資的経費
　町の総合計画、過疎計画、財政計画など既存計画に
基づき、計画的に事業実施しています。補助事業は、
自然環境整備交付金を活用した霧滝小又川線歩道整
備、道路構造物の計画的な維持修繕事業、中心市街地
活性化推進事業を実施します。県営負担金事業は、農
村災害対策整備事業、地域用水環境整備事業、大庭地
区ほ場整備事業、急傾斜地崩壊対策事業、公共街路事
業（浜坂駅港湾線）を実施します。単独事業は、夢ホー
ル耐震改修、認定こども園施設整備、認定こども園通
園バス購入、牧場公園施設改修、有害鳥獣処理施設整
備、リフレッシュパークゆむら施設改修等を実施しま
す。
　投資的経費の総額は、11 億 2,135 万円（前年度比
1,495 万円減、1.3％減）となりました。
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平成 31 年度予算概要

地方譲与税
8,820 万円 0.8％

自動車取得税
交付金
1,080 万円
0.1％

環境性能割
交付金
900 万円
0.1％
地方特例
交付金
470 万円
0.0％

一般会計（歳入・性質別）

一般会計（歳出・目的別）

その他
1 億 1,540 万円
1.1％

町税
13 億 5,154 万円
12.9％

歳入合計
104億 8,600万円

予備費
2,500 万円 0.2％

諸支出金
1 億 1,020 万円
1.0％ 公債費

14 億 4,273 万円
13.8％災害復旧費

1 万円
0.0％

教育費
11 億 2,533 万円
10.7％

消防費
6 億 1,624 万円
5.9％

土木費
13 億 5,051 万円
12.9％

議会費
1 億 546 万円
1.0％

農林水産業費
7 億 7,046 万円
7.3％

商工費
4 億 8,788 万円
4.7％

歳出合計
104億 8,600万円

地方交付税
45 億 5,900 万円
43.5％

総務費
12 億 6,877 万円
12.1％

民生費
22 億 2,933 万円
21.3％

衛生費
9 億 2,585 万円
8.8％

地方消費税交付金
2 億 1,460 万円
2.1％

町債
14 億 2,803 万円
13.6％

諸収入
4 億 3,011 万円
4.1％

繰入金
6 億 2,828 万円
6.0％

財産収入
1,413 万円
0.1％ 県支出金

8 億 3,086 万円
7.9％

分担金及び負担金 526 万円 0.1％
使用料及び手数料
2 億 56 万円
1.9％

国庫支出金
5 億 9,553 万円
5.7％

労働費
2,823 万円
0.3％
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１　農林畜水産業の振興

（１）新規就農者確保事業
　次世代の農業を担うことを志向する経営開始直後の新
規就農者に対して、資金を交付します。
　○対　象　原則 50 歳未満
　〇交付額　年間最高 150 万円
　〇予　算　8,301 千円（1,167 万 6 千円）
　〇担当課　農林水産課

（２）中山間地域等直接支払事業
　　　（第 4 期：Ｈ 27 ～Ｈ 31）
　担い手育成による農業生産活動等の維持を通じて、耕
作放棄地発生を防止し、農地の多面的機能の保全を図り
ます。中山間地域等と平地地域との生産条件の不利を補
正します。
　○内　容　＊交付金：国 2/4、県 1/4、町 1/4
　　　　　　＊（通常）　22 集落　Ａ＝ 430.57ha
　　　　　　＊（8 割）　   8 集落　Ａ＝ 45.56ha
　〇予　算　9,879 万 4 千円（9,879 万 4 千円）
　〇担当課　農林水産課

（３）環境保全型農業直接支払事業
　地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農
活動に取り組む農業者に対して、当該営農活動の実施に
伴う追加的な費用を支援します。
　○内　容　
　　＊支援対象者：国際水準ＧＡＰに取り組む方
　　＊取組助成　：上限 8,000 円 /10 ａ
　〇予　算　148 万 3 千円（162 万 2 千円）
　〇担当課　農林水産課

（４）但馬牛研修センター運営事業
　但馬牛研修センターを運営し、町内外から但馬牛の生産
に取り組もうとする新たな担い手の誘導と育成を図ります。
　〇予　算　188 万 2 千円（114 万 7 千円）
　〇担当課　農林水産課

（５）世界・日本農業遺産推進協議会事業
　美方郡産但馬牛は、全国的に見ても特殊な改良を行っ
ており、多様な遺伝子の確保のため希少となった雌牛系
統の保存にも積極的に取り組み、品種を守り続けていま
す。美方郡産但馬牛を核とした情報発信、消費・需要拡
大推進を行い、さらに和牛生産における美方郡産但馬牛
の地位を絶対的なものとし、その生産に取り組もうとす
る新規参入者を呼び込むことで、新温泉町への移住定住
を促進します。
　また、31 年度は、世界農業遺産認定へ向けて取り組
みます。
　〇予　算　150 万円（100 万円）
　〇担当課　農林水産課

（６）畜産振興（優良牛確保）事業
　全国和牛の改良用素牛供給地として、良質の但馬牛生
産の安定化を図り、育種基地として優良牛の確保に努め
ます。
　○内　容
　　＊斡旋会導入　25 万円か斡旋価格の 1/4 のいずれ
　　　　　　　　　か少ない額／頭
　　＊市場購入　　25 万円か落札金額の 1/4 のいずれ
　　　　　　　　　か少ない額／頭
　　＊自家保留　　  5 万円／頭
　　＊波系導入加算  5 万円／頭加算
　　　・斡   旋 会　 3 頭、市導入 ･ 自家保留 38 頭
                             　計 41 頭
　　　・波系加算　  4 頭
　〇予　算　525 万円（530 万円）
　〇担当課　農林水産課

（７）県営大庭地区ほ場整備事業
　農業経営の効率的かつ安定的な経営体を育成し、優良
農地の維持確保を図るため、農作業の効率化や農業生産
の選択的拡大に向けて必要となる農業生産基盤の整備を
県営事業により実施します。
　31 年度は補完工事と換地業務を行います。
　○内　容　＊実施地区：大庭地区（20.2ha）
　　　　　　＊負 担 率：Ｈ 26 ～Ｈ 31 整備事業
　　　　　（国 55％、県 27.5％、町 10％、地元 7.5％）
　〇予　算　281 万 9 千円（237 万 6 千円）
　〇担当課　農林水産課

豊かな資源を生かして産業を育てるまち
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（８）県営農村災害対策整備事業
　奥八田地区は、4 集落の上部を流れる全長 3,500 ｍ
の石橋用排水路（受益面積 20ha）があり、近年、施設
の脆弱化等に伴って、決壊や越水を招いており、周辺農
用地や民家等に被害を与えるおそれがあるため、本地区
を対象として、農業用用排水施設及び農災施設整備事業
を県営事業により実施します。31 年度は海上、青下地
区排水路と前避難路の整備を行います。
　○内　容　＊実施地区：奥八田地区
　　　　　　＊負 担 率   ：Ｈ 25 ～Ｈ 31　整備事業
　　　　　　（国 55％、県 29％、町 14％、地元 2％）
　〇予　算　866 万 9 千円（1,187 万円）
　〇担当課　農林水産課

（９）高生産性農業集積促進事業　※新規
　担い手育成型のほ場整備実施地区において、担い手へ
の質の高い利用集積を促進するため、促進費を交付し、
奨励します。
　○内　容　＊実施地区：大庭地区
　　　　　　＊負 担 率：Ｈ 31 ～Ｈ 32　補助金
　　　　　　（国 55％、県 22.5％、町 22.5％）
　〇予　算　2,100 万円（　－　）
　〇担当課　農林水産課

（１０）有害鳥獣防除事業
　野生鳥獣による農作物等の被害を防除・軽減し、捕獲
により加害獣を減らすため、兵庫県猟友会浜坂支部会員
と地区捕獲員により編成される有害鳥獣捕獲班に対し捕
獲を委託します。また、有害獣捕獲檻の導入、捕獲班員
の確保対策を実施します。
　○内　容　
　　＊有害鳥獣捕獲事業（事業委託）
　　　銃器・わな・捕獲柵による捕獲
　　＊有害鳥獣捕獲班確保対策事業
　　　射撃技術維持向上、免許更新費用助成
　　＊新規免許取得者確保対策事業
　　　わな猟免許、第 1 種銃猟免許及び銃所持許可取
　　　得に係る講習会、免許試験受験料等助成
　〇予　算　1,315 万 6 千円（1,663 万 4 千円）
　〇担当課　農林水産課

（１１）林道施設維持管理事業
　森林の適正な管理と効率的かつ安定的な林業経営を推
進するため、林業施設（林道等）の維持管理を行います。
　また、引き続き施設の長寿命化対策として林道橋点検
業務を実施します。
　〇予　算　2,123 万 3 千円（2,004 万 2 千円）
　〇担当課　農林水産課

（１２）地籍調査事業
　林道整備等公共事業の円滑な事業推進、災害復旧時の
円滑な作業対応、住民間や官民間の境界に関する問題の
解消、土地取引の円滑化、課税の適正化等を図るため、
国土調査法に基づく地籍調査事業を実施します。
　○内　容　
　　＊実施地区：鐘尾、千原、千谷、浜坂、正法庵
　　＊補助率　：町営 75％
　　　　　　　 （国 50％、県 25％、町 25％）
　　　　　　　　県営 100％
　　　　　　　 （国 50％、県 50％）
　　＊換算実施面積：町営 0.19k㎡、県営 1.07k㎡
　〇予　算　6,304 万 3 千円（5,660 万 9 千円）
　〇担当課　農林水産課

（１３）水産振興事業
　漁業を取り巻く厳しい状況を打開するため漁業者への
支援を行うとともに、水産物の流通販売の活性化に取り
組みます。また、水産資源の維持及び増大並びに持続的
利用を図るため種苗放流事業に対して支援を行います。

《浜坂漁業協同組合》
①漁船保険等加入推進事業
　漁業振興と漁業経営の安定化を図るため、漁船保険料
の一部を補助し、漁業者の負担軽減を図ります。
　○内　容　
　　＊補助率：20％（船外機漁船 124 隻、沿岸漁船 56 隻）
　　＊補助率： 5％（底曳網漁船 15 隻）
②漁獲共済加入推進事業
　厳しく変動する漁業情勢の中で、中小漁業者の漁業再
生産阻害の防止と経営の安定化を図るため、損失補償制
度に係る保険料の一部を助成します。
　○内　容
　　＊沖合底引き網漁業：14 経営体
　　＊沿岸一本釣り　　：19 経営体
　　＊合計　　　　　　　33 経営体
　　＊補助率　　　　　：組合助成経費の 1/2 以内
③漁貝類等増殖事業
　水産資源の維持及び増大並びに持続的利用と水産物の
安定的な供給を図ります。
　○内　容　
　　＊アワビ等中間育成種苗導入事業
④水産等活性化事業（地域水産物販売） 
　○内　容　
　　＊松葉ガニタグ製作
　　＊プロトン冷凍した各水産物流通販売促進
　　＊都市部を中心とした販路拡大（関西、中四国）
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⑤漁船建造資金利子補給事業
　漁船を建造もしくは購入した漁業者に対して、近代化
資金の利子の一部を助成します。 
　○内　容　
　　＊新造船１隻

《岸田川漁業協同組合》
①内水面漁業振興事業
　○内　容
　　＊水産資源の維持並びに持続的利用を図ります。
　　　アユ稚魚放流、ウナギの稚魚放流、サクラマス発
　　　眼卵埋没放流
　〇予　算　1,072 万円（845 万円）
　〇担当課　農林水産課

２　商工業の振興

（１）商工会補助金
　商工業の振興のため、新温泉町商工会に補助金を交付
し、地域商工業の総合的な発展を支援します。
　○内　容　商工会事業
　　　　　　創業・経営革新セミナー、浜坂地えび PR
　　　　　　事業（新規）
　〇予　算　1,391 万 7 千円（1,363 万 7 千円）
　〇担当課　商工観光課

（２）プレミアム付商品券事業
　商工会、商工業者、行政が一体となって商品券を発行
し、地域経済の活性化を図ります。また、10 月に予定
されている消費税増税対策として実施する商品券事業と
あわせて、効果的な商工業の振興と増税による消費の影
響を緩和します。
　○内　容　プレミアム付商品券発行事業（拡充）、
　　　　　　消費税増税対策プレミアム付商品券発行事業
　　　　　　（新規）
　〇予　算　2,853 万 3 千円（170 万円）
　〇担当課　商工観光課

（３）中小企業対策
①中小企業融資利子補給金
　長期不況や金融情勢の変化による中小企業の負担を軽
減するため、町融資等の借り入れに伴う利子の一部を助
成します。
②中小企業振興資金融資預託金
　町内の中小企業の資金確保の円滑化のため、預託を実
施します。
　〇予　算　1 億 255 万 8 千円（1 億 224 万 6 千円）
　〇担当課　商工観光課

３　観光業の振興

（１）温泉活用推進事業　※新規
　温泉を活用し、産業・観光振興、健康増進等の分野で
様々な取組を展開します。
　総務省所管の地域力創造アドバイザー制度を活用して
外部専門家を招聘し、温泉地の修景に関する講演会、意
見交換会、調整会議等を実施します。
　〇予　算　987 万 8 千円（　－　）
　〇担当課　企画課

（２）観光ＰＲバス運行事業
　町の美しい風景や観光資源などをラッピングした全但
バスと町マイクロバスを運行することにより観光ＰＲを
広く行い、新温泉町の認知度向上と阪神間等からの誘客
を図ります。
　〇予　算　78 万 5 千円（77 万 8 千円）
　〇担当課　商工観光課

（３）広域観光ＰＲ事業
　麒麟のまち観光局や北近畿観光連盟会等の広域団体と
協力、連携して観光ＰＲ事業を展開します。また、但馬
地域観光周遊バス「たじまわる」の運行を支援し、誘客
とエリア内での周遊の促進に努めます。
　〇予　算　273 万５千円（322 万円）
　〇担当課　商工観光課

（４）観光協会補助金
　観光産業の振興のため、浜坂及び湯村温泉観光協会に
補助金を交付し、各種イベント（カニ祭り、ほたるいか
祭り、ゆむら灯火の景等）や誘客事業等を支援します。
また、相互の連携を図るため、新温泉町観光振興協議会
の活動を推進します。
　〇予　算　1,930 万 1 千円（1,930 万 1 千円）
　〇担当課　商工観光課

（５）まち歩き案内所運営事業
　駅前の賑わいづくりのため、町の観光振興の中核であ
る浜坂観光協会を指定管理者として、施設の管理運営を
行います。おもてなしの窓口として、観光案内や交流人
口の拡大に努めます。
　〇予　算　779 万 3 千円（843 万 7 千円）
　〇担当課　商工観光課
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（６）日本遺産地域活性化事業
　30 年度日本遺産に認定された「北前船寄港地・船主
集落」の構成文化財を生かした観光産業の拡大を図りま
す。また、町の知名度の向上と国内外からの交流人口の
拡大を図り、地域の活性化を推進します。さらに、31
年度は「麒麟獅子舞」の日本遺産認定を目指します。
　○内　容　情報発信、ガイドマップの作成 、案内看
　　　　　　板の設置、ガイド養成講座、諸寄ウォーク
　　　　　　の開催等
　〇予　算　197 万 4 千円（199 万 8 千円）
　〇担当課　生涯教育課

４　地域産業の振興

（１）ふるさと納税お礼品事業
　ふるさと納税の趣旨を尊重しつつ、寄附をしていただ
いた方へのお礼品については、メディア・広告媒体によ
る宣伝効果及びイベント出展等によるＰＲ効果を高めな
がら、特産品の情報発信を更に進めることで地域産業の
振興を図ります。
　〇予　算　5,981 万 9 千円（589 万円）
　〇担当課　総務課

（２）地域おこし協力隊事業
①企画課
　温泉を活用した体験活動、情報発信等を通じ、温泉地
の魅力づくりを推進します。
②農林水産課
　地域おこし協力隊を中心に地元の農林水畜産物を活用
し、その魅力を地域内外へ発信することで流通・消費を
促進し、地域活性化を図ります。
　都市部を中心とした水産物販売先の情報収集や販路拡
大活動を通じて、新温泉町で水揚げされる水産物のＰＲ
活動と６次産業化の推進を図ります。
③牧場公園課
　但馬牛の飼育、改良技術を習得し、但馬牛のエキスパー
トとして但馬牛の生産振興、本町と但馬牛の幅広いＰＲ
を行い、地域活性化を図ります。
④商工観光課
　外国語による情報発信を積極的に行い、国際交流の推
進、外国人観光客の誘致を図ります。
　空き家を活用した移住定住支援、空き家バンクの運営、
空き店舗を活用した起業支援を推進します。
　道の駅の店舗運営や特産品の開発、町の地域振興の拠
点として観光やイベント等の情報発信を行います。また、

地域資源を活用した旅行商品の企画開発やプロモーショ
ン、インバウンド対応など、観光ツーリズムを推進します。
　〇予　算　5,221 万円（3,693 万 3 千円）
　〇担当課　企画課、商工観光課、農林水産課、
　　　　　　牧場公園課

（３）地域資源活用促進事業
　第 1 次産業の活性化と「6 次産業化」を図るため、地
域の食材を活用した新商品の開発や既存商品の改良など
に取り組む団体を支援します。
　〇予　算　200 万円（200 万円）
　〇担当課　商工観光課

（４）見本市等出展支援事業
　中小企業等が販路拡大、新規受注の獲得、就業者の確
保につなげ産業振興を図るため、見本市等への出展経費
の一部を助成します。
　○内　容　
　　＊対象経費：出展に伴う小間料、リース備品、送料
　　＊助成金額：費用の 1/2（上限 10 万円）
　〇予　算　100 万円（100 万円）
　〇担当課　商工観光課

（５）道の駅運営事業
　道の駅「山陰海岸ジオパーク浜坂の郷」は、指定管理
者㈱特産しんおんせんにより施設の管理運営を行いま
す。また、町の地域振興の拠点として、観光情報発信や
出荷者研修等を行うとともに、ふるさと納税返礼品の拡
充と寄付拡大に努めます。
　〇予　算　1,267 万 3 千円（1,086 万 1 千円）
　〇担当課　商工観光課
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５　起業・雇用対策の推進

（１）地域おこし協力隊起業支援事業
　地域おこし協力隊員等が町内で起業する際の経費の一
部を助成し、町内への定住促進と地域の活性化を図りま
す。
　〇予　算　300 万円（200 万円）
　〇担当課　企画課

（２）合同企業説明会の開催
　但馬管内の企業へ就職する人数を増やし、若年者の定
住促進を図るため、但馬内自治体や県民局と合同で企業
説明会を実施します。
　○内　容　
　　但馬内の企業約 60 社が集まり、企業説明会を実施
　○対象者　
　　大学・短大・専門学校を翌年卒業見込又は既卒の方
　〇予　算　12 万円（12 万円）
　〇担当課　商工観光課

（３）雇用状況の提供、相談及び若者就労支援
　サンシーホール浜坂での雇用情報の提供や雇用相談を
行います。また、若者の就業者に対し、激励会の開催や
フレッシュマンパスポートの交付を行います。
　〇予　算　664 万 2 千円（675 万円）
　〇担当課　商工観光課

（４）起業支援事業
　町内で新たに起業される方の負担軽減を図るため、初
期投資費用の一部を助成し、起業の促進につなげます。
　○助成額　起業に関する費用の 1/2（上限 50 万円）
　○条　件　開業するまでに町内在住で、町内で起業
　〇予　算　200 万円（250 万円）
　〇担当課　商工観光課
　

（５）起業支援アドバイザー派遣事業
　起業を志す方を力強く支援するため、起業に必要な知
識の習得と会社を設立するための手続きなど、様々な準
備を円滑に進めることができるよう専門家の派遣を行
い、身近な相談体制の充実を図ります。
　○内　容　起業支援アドバイザーによる無料の相談
　○対象者　町内で起業を検討している方
　〇予　算　41 万 2 千円（41 万 2 千円）
　〇担当課　商工観光課

（６）移住・就業促進事業　※新規
　下記の①～③までの支給要件すべてを満たす町内への
移住者に対して移住支援金を支給し、町内への移住及び
就業の促進を図ります。
　○支給要件　　
　　①直近 5 年以上東京 23 区に在住していた方又は通
　　　勤していた方
　　②移住後 5 年以上継続的に居住意思のある方
　　③県の就業マッチングサイトを利用して就職した方
　　　又は東京 23 区から移住して起業した方
　○移住支援金　世帯：100 万円、単身：50 万円
　〇予　算　100 万円（　－　）
　〇担当課　商工観光課

（７）企業立地促進事業
　町内への新たな企業立地又は既存企業の増設に伴う事
業拡大等により、雇用の拡大及び地域の活性化を図る企
業に助成します。
　○内　容　
　　・固定資産税納付額の助成（5 年間）
　　・町内在住者の雇用に対する助成
　　　一人当たり 20 万円 上限年間 600 万円（5 年間）
　○条　件
　　新規　投下固定資産税額 3,000 万円以上　
              　常用従業員 5 人以上
       増設　投下固定資産税額 2,000 万円以上　
              　常用従業員 3 人以上
　〇予　算　296 万 9 千円（330 万 2 千円）
　〇担当課　商工観光課
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１　子育て支援の充実

（１）婚活推進事業
　少子高齢化の要因となる晩婚化・未婚化対策として、
社会全体で結婚を応援するため、未婚男女へ出会いの場
を提供する団体等を支援するとともに広域的に婚活事業
の推進を図ります。
　〇予　算　33 万 7 千円（62 万 3 千円）
　〇担当課　企画課

（２）出産お祝い品事業　※新規
　赤ちゃんの出生をお祝いするとともに、健やかな成長
を願って、出生届を提出した際に、記念品を贈呈します。
　○内　容　
　　＊対 象 者：新温泉町に住民登録がある方のみ
　〇予　算　26 万 8 千円（　－　）
　〇担当課　町民安全課

（３）乳幼児等医療費助成事業
　子どもの保健対策を充実させ、子育て世帯の経済的負
担を軽減するため、子どもの保健医療に係る医療費を助
成し、福祉の向上を図ります。
　○内　容　＊対 象 者：0 歳～ 15 歳（中学校終了まで）
　　＊助成対象：入院・通院の医療費
　〇予　算　4,233 万 9 千円（4,258 万 5 千円）
　〇担当課　健康福祉課

（４）未熟児養育医療扶助費支給事業
　病院に入院し、養育医療を受ける必要のある未熟児に
対して、入院治療に係る医療費を助成します。
　〇予　算　88 万 9 千円（68 万 7 千円）
　〇担当課　健康福祉課

（５）福祉医療費助成事業（母子家庭医療費等）
　県の福祉医療費助成事業に加え、町の単独助成を継続
して実施することで、対象者が安心して医療を受けられ
るよう福祉の充実を図ります。
　○内　容　母子家庭等医療費、寡婦医療費の助成
　〇予　算　389 万 5 千円（464 万 5 千円）
　〇担当課　健康福祉課

（６）放課後児童健全育成事業（児童クラブ運営）
　保護者が就労等により昼間家にいない小学校の児童に
対し、放課後に遊びと生活の場を提供し、児童の健全な
育成を図ります。

　〇予　算　1,599 万円（1,571 万 9 千円）
　〇担当課　こども教育課

（７）保育料軽減事業
　子育てにかかる経済的負担を軽減し、子どもを生みやす
い環境づくりを行うため、認定こども園等を利用する場合、
保育料を助成します。
　また、市町村民税所得割額が基準額未満で、国の規定
に基づく複数の子どもがいることによる優遇措置を受け
ていない家庭に対して、保育料が 5,000 円を超える場合、
保育料を助成します。
　〇予　算　150 万 6 千円（304 万 8 千円）
　〇担当課　こども教育課

（８）子育て支援センター運営事業
　子育て中の親同士が出会い、共感したり情報交換しな
がら、子どもと一緒に育ち合う場を提供し、子育てに追
われているお母さん等へのあったか子育てを応援します。
　〇予　算　1,215 万 7 千円（1,201 万 6 千円）
　〇担当課　こども教育課

（９）第２期子ども・子育て支援計画策定事業　※新規
　27 年度に策定した「第１期子ども・子育て支援計画」
について内容の見直しを行うため、30 年度に行った保
護者のニーズ調査をもとに、「第２期子ども・子育て支
援計画」を策定し、新温泉町の実情に合わせた子育て支
援体制の整備を進めます。
　〇予　算　150 万 5 千円（　－　）
　〇担当課　こども教育課

（１０）児童手当支給事業
　家族における生活の安定に寄与し、次代の社会を担う
児童の健やかな育ちを支援するため、児童手当を支給し
ます。
　○対　象　中学校終了までの子ども
　　・３歳児未満：１人　15,000 円／月
　　・３歳児以上：１人　10,000 円／月
　　・第３子以降：１人　15,000 円／月
　　・中　学　生：　 　  10,000 円／月
　　・所得制限を超える児童：１人　5,000 円／月
　〇予　算　2 億 620 万円（2 億 620 万円）
　〇担当課　健康福祉課
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（１１）浜坂認定こども園整備事業
　危険建物と判定されている浜坂認定こども園につい
て、園舎改築のための移転先を選定します。
　〇予　算　66 万 4 千円（55 万 1 千円）
　〇担当課　こども教育課

（１２）認定こども園通園バス更新事業
　認定こども園の園児の安心・安全な通園を確保するた
め、経年劣化した認定こども園通園バスを新しい車両に
更新します。
　○内　容　大庭認定こども園通園バス　１台
　〇予　算　676 万 8 千円（540 万円）
　〇担当課　こども教育課

（１３）認定こども園運営事業
　就学前の子どもに幼児教育・保育を提供し、また、地
域での子育て支援を総合的に提供する認定こども園は、

「子ども・子育て支援新制度」に対応し、職員の資質向
上を図るなど更に連携して、より充実した教育・保育の
一体的推進を図ります。
　また、国の方針に基づき、10 月から 3 歳～ 5 歳まで
のすべての子どもと、0 歳～ 2 歳までの住民税非課税世
帯の子どもの認定こども園利用料を無償化し、保護者負
担の軽減を図ります。（一部給食費実費負担は除く）
　〇予　算　1 億 8,631 万円（1 億 8,639 万 8 千円）
　〇担当課　こども教育課

（１４）特定不妊治療費助成事業
　高額の治療費を要する特定不妊治療を受けられる夫婦
に対して、治療費の一部を助成します。
　○助成額　上限 20 万円（1 回あたり）
　〇予　算　500 万円（300 万円）
　〇担当課　健康福祉課

（１５）妊婦健康診査費助成事業
　健康で元気な赤ちゃんを出産するために、妊婦に対し、
妊婦健康診査費（歯科健康診査費含む）を助成します。
母子保健法で定められた妊婦健康診査の受診ができるよ
う経済的な支援等の体制整備を行います。
　〇予　算　540 万円（600 万円）
　〇担当課　健康福祉課

（１６）母子保健事業
　健診や相談・訪問事業を通して、子どもの健やかな発
育発達を促し、育児支援を行うと共に、困り感のある子
どもに対して、認定こども園、学校や専門機関等と連携
を図りながら、きめ細やかな支援を行います。
　また、幼児う歯有病率、小学生肥満率が高いため、乳
幼児期からの生活習慣病予防を視野に入れた食育・口歯
の健康づくりに、学校保健等と連携して取り組みます。
　〇予　算　349 万 9 千円（342 万 6 千円）
　〇担当課　健康福祉課

（１７）5 歳児発達相談事業
　子育てに困難感のある 5 歳児の保護者が、子どもの
特性や課題を理解し、子育てできるよう支援するため、
専門医等による発達相談を行い、相談後は、認定こども
園、教育機関と連携し、就学への支援を行います。
　〇予　算　19 万 7 千円（19 万 8 千円）
　〇担当課　健康福祉課

２　教育の充実

（１）認定こども園 “ えいごあそびをしよう ” 事業
　町内認定こども園において町の外国語指導助手（ＡＬ
Ｔ）による、英語教育 “ えいごあそびをしよう ” を実施
します。就学前の児童を対象に、うたや絵本、ゲームを
通じて発音のキャッチや言語の理解力、思考の柔軟性を
育む取組を進めます。
　〇予　算　8 万円（8 万円）
　〇担当課　こども教育課

（２）プロから学ぶ創造力育成事業　※新規
　中学生がより豊かな感性を働かせ新たなアイデアを生
む力を身につけるため、世界の第一線で活躍する兵庫ゆ
かりのクリエーターを各中学校に招聘し、講話や実践等
を行います。
　〇予　算　20 万円（　－　）
　〇担当課　こども教育課

（３）いじめ問題対策連絡協議会　※新規
　いじめ防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処の
ための対策を効果的に推進するため、いじめ防止対策推
進法に規定する組織の設置を行います。
　〇予　算　3 万 4 千円（　－　）
　〇担当課　こども教育課
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（４）県立浜坂高等学校支援事業
　町内で唯一の高等学校である県立浜坂高等学校におい
て、町の将来を担う人材を育成するため、学力向上の取
組や地域貢献、就業体験事業などの地域の教育力を活用
した特色ある取組に対して、支援を行います。
　〇予　算　56 万 5 千円（56 万 5 千円）
　〇担当課　こども教育課

（５）小・中学校外国語指導助手（ＡＬＴ）配置事業
　グローバル化の進展の中、町の将来を担う人材を育成
するため、小・中学校に外国語指導助手（ＡＬＴ）を配
置し、英語によるコミュニケーション能力の育成を図り
ます。
　〇予　算　1,609 万 6 千円（1,294 万 4 千円）
　〇担当課　こども教育課

（６）環境体験・自然学校推進事業
①環境体験事業：小学校 3 年生
　自然体験活動を通して、自然の大切さ、命の大切さ、
命のつながり、美しさに感動する豊かな心を醸成します。
　○対　象　6 小学校　6 クラス
②自然学校推進事業：小学校 5 年生
　学びの場を教室から豊かな自然の中へと移し、人や自
然とのふれあい、地域社会への理解を深めることで、心
身ともに調和のとれた健全な児童の育成を図ります。
　○対　象　6 小学校　129 名 (4 泊 5 日 )
　〇予　算　263 万円（269 万円）
　〇担当課　こども教育課

（７）スクールアシスタント配置事業
　ＡＤＨＤ等により行動面で著しく不安定な児童・生徒
や、その児童・生徒が複数在籍する学校への支援として、
町単独でスクールアシスタントを各小中学校に配置し、
一人ひとりの実態に即した効果的な指導を行い、課題解
決を図ります。
　○内　容　配置人員：小学校 12 名　中学校 4 名
　〇予　算　3,415 万 8 千円（3,162 万円）
　〇担当課　こども教育課

（８）特別支援指導補助員配置事業
　特別支援学級に児童・生徒が複数在籍する学校への支
援として、町単独で特別支援指導補助員を配置し、一人
ひとりの実態に即した効果的な指導を行い、個々の持て
る力を高め、生活や学習上の困難の改善を図ります。
　○内　容　配置人員：小学校 11 名
　〇予　算　2,348 万 3 千円（2,429 万 8 千円）
　〇担当課　こども教育課

（９）スクールソーシャルワーカー配置事業
　中学校にスクールソーシャルワーカーを配置し、福祉
の専門家として、問題を抱える児童生徒が置かれた環境
への働きかけや関係機関等とのネットワークの構築、連
携・調整、学校内におけるチーム体制の構築・支援など
を行い、不登校・問題行動等の防止を支援します。
　〇予　算　97 万 2 千円（94 万 8 千）
　〇担当課　こども教育課

（１０）トライやる・ウィーク推進事業
　中学校 2 年生が職場体験や社会体験を通じて地域に
学び、ともに生きる心や感謝の心を育み、自立性を高め
るなど、「生きる力」の育成を図ります。
　○対　象　2 中学校　114 名（5 日間）
　〇予　算　100 万円（100 万円）
　〇担当課　こども教育課

（１１）子ども議会
　次代を担う子どもたちが身近な地域の問題や将来のま
ちづくりについて、自由な発想や視点から捉えた質問や
意見を発表したり、夢や希望を提言したりすることによ
り、町政への関心を高め、ふるさと新温泉町を愛するこ
との大切さを学ぶ機会とします。
　〇予　算　1 万円（1 万円）
　〇担当課　こども教育課

（１２）学校給食センター事業
　安全・安心を第一に考え、学校給食センターの安定的
かつ効率的な運営を図ります。また、地産地消を進め、
地域とつながるおいしい学校給食の提供と食物アレル
ギー対応や食育の推進に努めます。
　〇予　算　1 億 1,103 万 8 千円（1 億 2,701 万 8 千円）
　〇担当課　こども教育課
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３　青少年の健全育成

（１）青少年健全育成推進事業
　学校と家庭・地域が連携し、青少年の異年齢交流、異
世代交流活動を実施し、思いやりのある心豊かな創造性
や積極的な社会参加の意欲を培います。また、地域にお
いて子どもが安心・安全に過ごせる環境づくりに努めま
す。
　○内　容　新温泉町青少年育成町民大会・講演会・研
　　　　　　修会等
　〇予　算　162 万 5 千円（162 万 5 千円）
　〇担当課　生涯教育課

（２）青少年育成指定コミュニティスポーツ事業
　豊かな可能性を秘めた青少年の健全育成を図るため、
家庭・学校・地域・行政が連携し、地域におけるスポー
ツを通した青少年活動の活性化及び青少年と地域とのふ
れあいを深める機会として実施します。
　○開催日　平成 31 年 8 月 31 日 ( 木 ) ～ 9 月 1 日 ( 日 )
　○内　容　ビーチサッカー教室・大会
　〇予　算　315 万 6 千円（309 万 6 千円）
　〇担当課　生涯教育課

４　生涯学習の推進

（１）生涯学習講座開設事業
　町民が自己啓発や生活の充実と向上を目指すため、一
年を通じて子どもから高齢者を対象に様々な講座を開設
し、町民の生涯学習を推進します。また、町民のまちづ
くりや活動、交流の場を提供します。
　○内　容　
　　＊地区公民館講座・教室など
　　＊浜坂・温泉公民館
　　　( 子ども体験教室・男子料理教室・教養学習教室 )
　　　など
　　＊高齢者教育活動 ( 宇都野学園・とちのみ学園 )
　　　など
　〇予　算　262 万 5 千円（278 万 1 千円）
　〇担当課　浜坂公民館、温泉公民館

（２）生涯学習施設維持管理事業
　町民の生涯学習の拠点として、各地区公民館施設の維
持管理・整備充実を図ります。
　○内　容　地区公民館施設
　　　　　　( 浜坂地区 7 館・温泉地区 3 館 )
　〇予　算　786 万 9 千円（881 万 3 千円）
　〇担当課　浜坂公民館、温泉公民館

（３）図書館イベント事業
　町民にとって図書館をより身近な生涯学習施設として
利用していただくため、各種イベントや活動を行います。
昨年に引き続き、本年も加藤文太郎顕彰事業を行います。
また、イベントを通して本とのふれあいを深めるととも
に、読書指導リーダーの育成を図ります。
　○内　容
　おはなし会、大人のおはなし会、子どもシネマの会、
手づくり教室、本の読み聞かせ講座、図書館まつり、加
藤文太郎顕彰事業・浜坂三山縦走大会等
　〇予　算　26 万 4 千円（29 万 9 千円）
　〇担当課　加藤文太郎記念図書館

（４）「山の会」舞台公演事業　※新規
　図書館開館 25 周年記念事業として、また優れた舞台
芸術に身近に触れる機会として、加藤文太郎の山への情
熱を描いた演劇「山の声」の公演を開催します。
　〇予　算　182 万 3 千円（　－　）
　〇担当課　加藤文太郎記念図書館館

（５）移動図書館運営事業
　但馬の図書館で唯一の移動図書館業務を一年を通して
安全かつ効率的に行い、幅広い地域で図書館に出向くこ
とが難しい園児や小 ･ 中学生、お年寄りなどより多くの
住民の方々へ図書資料の提供を図ります。
　○内　容　町内を月に 8 コース 60 ステーション巡回
　〇予　算　102 万円（73 万 9 千円）
　〇担当課　加藤文太郎記念図書館

（６）図書館図書購入事業
　多様なニーズに応えるため、幅広く新鮮な図書資料の
充実を図り、一人ひとりにきめ細やかなサービスの提供
を行い、より愛され親しまれる図書館づくりを進めます。
また、当館の特色である「山岳」及び「郷土」に関する
資料の収集及び寄贈図書の整備にも努め、蔵書の充実を
図ります。
　〇予　算　561 万 5 千円（559 万 1 千円）
　〇担当課　加藤文太郎記念図書館
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５　スポーツの振興

（１）地域スポーツ活動支援施設整備事業　※新規
　地域スポーツを通じた町外からのスポーツ交流人口の
増加を図るとともに、地域活性化に資するため、既存施
設の維持管理に努めるとともにスポーツ施設の整備につ
いて、調整・研究を行います。
　〇予　算　376 万 5 千円（　－　）
　〇担当課　生涯教育課

（２）ビーチフェスタ事業
　当町の豊かな自然環境を活かしたビーチスポーツ事業
を全国に発信し、参加者との交流による地域活性化を図
るため、ビーチバレー大会やマリンスポーツ体験事業を
実施します。
　○開催日　平成 31 年 8 月 4 日 ( 日 )
　○内　容　ビーチバレー大会 ･ マリンスポーツ体験
　〇予　算　60 万円（60 万円）
　〇担当課　生涯教育課

（３）麒麟獅子マラソン大会事業
　町民の体力増進・健脚を競うとともに、参加者との交
流による地域活性化を図るため、第 32 回麒麟獅子マラ
ソン大会を実施します。
　○開催日　平成 31 年 5 月 25 日 ( 土 )・5 月 26 日 ( 日 )
　〇予　算　170 万円（170 万円）
　〇担当課　生涯教育課

６　歴史・文化・芸術の振興

（１）「前田純孝」顕彰事業
　郷土の先人「前田純孝」を顕彰するとともに、若い人
たちに短歌に関心を持っていただくため、第 25 回「前
田純孝賞」学生短歌コンク―ルを開催します。
　また、ふるさと文化いきいき教室事業として、町内の
中学生を対象に「短歌教室」を開催します。
　〇予　算　70 万 2 千円（70 万 3 千円）
　〇担当課　生涯教育課

（２）「宇野雪村」顕彰事業
　郷土の先人「宇野雪村」を顕彰するとともに、書道文
化の普及を図るため、第 20 回「宇野雪村賞」全国書道
展を開催します。
　共催事業として町内の小中学生を対象とした第 17 回

「新温泉町小中学生書作品展」の作品募集と展示、また
ふるさと文化いきいき教室事業として、町内の中学生を
対象に「書道教室」を開催します。
　また、20 回の記念事業として、審査員特別展を開催
します。
　〇予　算　249 万２千円（206 万円）
　〇担当課　生涯教育課

（３）山陰海岸ジオパーク「新温泉町フォトコンテスト」
　町民が自分たちの住んでいる「新温泉町」の素晴らし
さを再発見する機会とするため、新温泉町の風景・行事
等を題材とした写真作品を広く募集し、第 15 回「新温
泉町の四季・写真展」として展示します。
　〇予　算　12 万 5 千円（12 万 5 千円）
　〇担当課　生涯教育課

（４）展示啓発事業
　町民の郷土の先人、歴史・文化等への関心を高めると
ともに、新温泉町の人づくり、まちづくりの進展に寄与
するため、「写真展」「絵画展」「書道展」など、各種展
示会を開催します。
　〇予　算　14 万 6 千円（14 万 6 千円）
　〇担当課　生涯教育課

（５）夢ホール自主事業
　芸術文化の発信拠点、町民の交流の場として、感動を
共有できる事業を実施します。31 年度はクラシックパー
クとコンサート、昭和のうた、あそびうたコンサート、
県民芸術劇場などを開催します。また、夢ホールの企画
運営を支えるスタッフの育成事業の充実を図ります。
　〇予　算　367 万 6 千円（415 万 5 千円）
　〇担当課　温泉公民館

（６）夢ホール耐震化等改修事業
　芸術文化の発信拠点や町民の交流の場であり、また町
の指定避難所でもある夢ホールの耐震化等改修を行いま
す。
　31 年度は「夢ホール」の耐震化等改修工事に着手し
ます。
　〇予　算　4 億 2,305 万 5 千円（1,544 万 4 千円）
　〇担当課　温泉公民館
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１　健康づくりの推進

（１）予防接種事業
　感染症等の予防のため、町内医療機関や教育機関と連
携を密にし、感染症や予防接種の正しい知識の普及と予
防接種の接種率向上に努めます。
　〇予　算　3,218 万 4 千円（3,181 万 3 千円）
　〇担当課　健康福祉課

（２）風しん抗体検査・予防接種事業　※新規
　風しんの感染拡大防止のため、抗体保有率の低い世代

（昭和 37 年 4 月 2 日～昭和 54 年 4 月 1 日生）の男性
に対して、抗体検査・予防接種を実施します。　
　＊ 31 年度対象者：昭和 47 年 4 月 2 日～昭和 54 年
　　　　　　　　　　4 月 1 日生
　〇予　算　291 万 6 千円（　－　）
　〇担当課　健康福祉課

（３）各種検診（健診）事業
　地域・職域等と連携し、特定基本健康診査や各種がん
検診（乳がん・子宮がん・肺がん・胃がん・大腸がん・
前立腺がん）等の受診向上を図ると共に、継続受診勧奨
及び要精検者の受診勧奨を行い、生活習慣病の予防や重
症化予防に努めます。
　〇予　算　2,480 万 2 千円（2,472 万円）
　〇担当課　健康福祉課

（４）食育推進事業
　栄養・食生活は、生活習慣病の予防のほか、社会生活
機能の維持向上並びに生活の質の向上の観点から重要で
ある。次世代から高齢者までのライフステージを通じて
取り組みます。
　また、「食育推進計画」に基づき、食育の主役は町民
であり、その家族や仲間が主体的に食育を実践できるよ
う、関係者が連携協力して食育を推進します。
　〇予　算　18 万円（19 万 1 千円）
　〇担当課　健康福祉課、農林水産課、こども教育課

（５）健康増進事業
　生活習慣病予防と重症化予防のため、住民の健康課題
に応じた健康講座や保健指導により、主体的な健康づく
りを支援します。
　〇予　算　145 万円（106 万 2 千円）
　〇担当課　健康福祉課
　

２　医療環境の充実

（１）但馬こうのとり周産期医療センター負担金
　但馬 3 市 2 町で連携し、公立豊岡病院に設置する但
馬こうのとり周産期医療センターにおける、医師確保対
策、魅力アップ事業の経費を負担します。
　〇予　算　25 万 7 千円（5 万 7 千円）
　〇担当課　健康福祉課

（２）ドクターカー運行費負担金
　但馬 3 市 2 町の合同事業であるドクターカー運行事
業の運行経費を負担します。 
　○内　容　
　　運行形態：ドクターヘリと併用運行（24 時間体制）
　〇予　算　405 万 4 千円（388 万 2 千円）
　〇担当課　健康福祉課

（３）小児救急医療電話相談事業
　但馬地域を対象とする小児患者の電話相談に対応する
ため、小児科医師によるバックアップ体制のもと、小児
救急患者家族からの電話相談を受け、受診の必要性や応
急処置、適切な医療情報の紹介を行う事業に対して運営
費を負担します。
　〇予　算　5 万 5 千円（5 万 4 千円）
　〇担当課　健康福祉課

（４）院内環境整備事業
　利用者へのサービス向上のため、病院内の環境整備を
行います。 
　○内　容　医師住宅外壁改修、看護師当直室改修、
　　　　　　駐車場改修等
　〇予　算　2,498 万 6 千円（1 億 5,796 万円）
　〇担当課　公立浜坂病院

３　地域福祉力の向上

（１）民生委員活動事業
　地域内の要援護者等の見守り、相互の連携を深め、住
民の立場に立った相談・支援活動等を強化するため、民
生委員児童委員協議会の活動に対して助成します。
　○内　容　
　　委員数 53 名（浜坂地域 28 名、温泉地域 25 名）
　〇予　算　467 万 5 千円（467 万 5 千円）
　〇担当課　健康福祉課
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４　高齢者福祉の充実

（１）外出支援サービス事業
　身体の不自由な高齢者等で移送手段を確保することが
困難な方を対象に、医療機関、社会福祉施設への移送サー
ビスを提供します。
　〇予　算　105 万円（106 万 9 千円）
　〇担当課　健康福祉課

（２）長寿祝福・敬老祝福事業
　地域で敬老思想を高め、地域コミュニティの充実をは
かるため、敬老会事業に助成します。
　○内　容
　　＊最高齢者祝福、百寿、米寿、金婚夫婦のお祝い
　　＊地域敬老会開催事業補助
　〇予　算　429 万 1 千円（367 万 1 千円）
　〇担当課　健康福祉課

（３）高齢者福祉タクシー助成事業
　満 75 歳以上の方、満 65 歳以上の重度の障がいがあ
る方がタクシーを利用する場合に、その料金の一部を助
成します。（養護老人ホーム・特別養護老人ホーム等に
入所している場合、自動車の運転ができる場合を除く）
　○内　容　助成：1 枚 500 円の助成券
　　　　　　上限：1 月当たり 2 枚交付
　　　　　　　　 （年間最大 24 枚 / 世帯）
　〇予　算　728 万 9 千円（334 万 2 千円）
　〇担当課　健康福祉課

（４）介護職員初任者研修等受講者支援事業　※新規
　介護の仕事に必要な資格取得のための研修受講料の一
部を助成し、研修費用の負担軽減を図り介護人材確保に
努めます。
　○内　容　
　　＊助成金額：受講料（教材費含む）の 3/4
　　　　　　　  （上限 5 万円）
　　＊条　　件：町内に住所を有している方
　　　　　　　　町内の介護事業所に就労または就労予
　　　　　　　　定の方
　〇予　算　30 万円（　－　）
　〇担当課　健康福祉課

（５）福祉医療費助成事業（高齢期移行医療費）
　県の福祉医療費助成事業に加え、町の単独助成を継続
して実施することで、対象者が安心して医療を受けられ
るよう福祉の充実を図ります。
　○内　容　老人医療費の助成
　〇予　算　2,423 万 4 千円（3,703 万 2 千円）
　〇担当課　健康福祉課

（６）いきいき百歳体操推進事業
　町民同士が介護予防に取り組み、見守り支え合うこと
で高齢となっても住み慣れた地域で、可能な限り長く自
立した生活ができ、暮らし続けることができるようにす
ることを目的として、集落（地区）単位で行う「いきい
き百歳体操」の町内全地区実施を目指し推進します。
　〇予　算　142 万 4 千円（151 万 2 千円）
　〇担当課　健康福祉課

（７）認知症総合支援事業
　認知症の方とその家族を支援する体制を強化するた
め、認知症初期集中支援チームを設置し、自立生活をサ
ポートします。
　〇予　算　107 万 8 千円（110 万 6 千円）
　〇担当課　健康福祉課
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５　障がい者福祉の充実

（１）軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業
　障害者総合支援法の補装具制度の対象とならない軽・
中度の難聴児の補聴器購入費用の一部を助成することに
より、言語の習得、教育等における健全な発育を支援し
ます。
　○助成額　購入費用等の 2/3（品目による上限あり）
　〇予　算　20 万円（20 万円）
　〇担当課　健康福祉課

（２）障がい者支援・自立支援給付事業
　障害者総合支援法に基づき、障がい者が生活介護など
介護の支援を受ける「介護給付」、就労継続支援など訓
練等の支援を受ける「訓練等給付」による障害福祉サー
ビスを提供します。その他、自立支援医療、補装具費の
給付を行います。
　〇予　算　4 億 340 万 1 千円（3 億 6,381 万 2 千円）
　〇担当課　健康福祉課

（３）障がい者支援・地域生活支援事業
　障害者総合支援法に基づき、障がい者が自立した日常
生活及び社会生活を営むことができるよう地域の特性や
利用者の状況に応じた事業を展開します。訪問入浴など
のサービスや生活訓練、日常生活用具の給付等を行いま
す。
　〇予　算　982 万 6 千円（1,134 万円）
　〇担当課　健康福祉課

（４）障がい者支援・地域生活支援事業（地域活動支援センター）
　通所により障がい者等に、創作活動及び生活活動の機
会を提供し、地域生活支援の促進を図ります。地域活動
支援センター「のぎく」等に運営費の一部を補助し、生
産活動、訓練作業の支援を行います。
　〇予　算　788 万 2 千円（2,998 万 5 千円）
　〇担当課　健康福祉課

（５）手話奉仕員養成事業
　聴覚、音声機能及び言語機能に障がいのある方の日常
生活における意思疎通の向上を図るため、必要な手話語
彙及び手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成しま
す。
　〇予　算　94 万 3 千円（83 万 3 千円）
　〇担当課　健康福祉課

（６）福祉医療費助成事業（障がい者医療費）
　県の福祉医療費助成事業に加え、町の単独助成を継続
して実施することで、対象者が安心して医療を受けられ
るよう福祉の充実を図ります。 
　○内　容　重度障がい者医療費
　　　　　　高齢重度障がい者医療費の助成
　〇予　算　3,502 万 3 千円（3,363 万 5 千円）
　〇担当課　健康福祉課
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１　消防・防災の推進

（１）急傾斜地崩壊対策事業
　急傾斜地の崩壊による災害から住民の生命を守るた
め、公共・県単の事業を積極的に推進します。
　○内　容　継続 5 地区
　〇予　算　2,015 万円（3,100 万円）
　〇担当課　建設課

（２）耐震診断・耐震改修促進事業
　建築物の地震に対する安全性の向上を図るため、町内
に存する住宅の所有者が実施する耐震診断及び耐震改修
工事に係る経費の一部を助成します。
　また、倒壊の恐れのある危険ブロック塀に対して撤去
費の一部を助成します。
　○内　容　簡易耐震診断 10 戸
　　　　　　耐震改修補助 2 戸
　　　　　　簡易耐震改修補助 2 戸
　　　　　　危険ブロック塀等撤去補助 10 戸
　〇予　算　670 万 9 千円（370 万 9 千円）
　〇担当課　建設課

（３）美方広域消防本部負担金
　美方郡広域事務組合に拠出し、火事や救急時等におけ
る常備消防組織を維持することで住民の安心・安全を図
ります。31 年度は、消防ポンプ自動車整備等を行います。
　〇予　算　3 億 2,450 万 6 千円（3 億 1,580 万 1 千円）
　〇担当課　町民安全課

（４）防災行政無線デジタル化等整備事業
　非常時の連絡体制を強化するため、老朽化した防災行
政無線のデジタル化等整備を行います。31 年度は浜坂
地域の屋外拡声子局等の整備を行います。
　〇予　算　1 億 2,405 万 8 千円（8,770 万 6 千円）
　〇担当課　町民安全課
　

（５）ひょうご防災ネットの運営
　地震、水害等の発生時に、携帯電話のメール機能やホー
ムページを活用して、直接、災害情報や避難情報などの
緊急情報を発信するシステムをエリアメ－ルと連動させ
て運営します。
　〇予　算　91 万 6 千円（90 万 8 千円）
　〇担当課　町民安全課

（６）塩山防火水槽設置事業　※新規
　火災から住民の生命・財産を守るため、火災が発生し
た際の消防水利となる防火水槽を整備します。31 年度
は塩山区に防火水槽を整備します。
　〇予　算　1,539 万 5 千円（　－　）
　〇担当課　町民安全課

（７）消防団小型動力ポンプ・積載車更新事業
　火災や自然災害から住民の生命・財産を守るため、老
朽化した消防団の小型動力ポンプと積載車を新しいもの
に更新します。31 年度は、小型動力ポンプ 2 台と積載
車 3 台を更新します。
　〇予　算　3,274 万 6 千円（496 万 8 千円）
　〇担当課　町民安全課

（８）土砂災害・洪水・津波ハザードマップ作成事業　
　　 ※新規
　浸水想定区域や土砂災害警戒区域等の危険個所、避難
場所などを住民に周知するため、土砂災害・洪水・津波
ハザードマップを作成し、災害時の被害軽減を図ります。
　〇予　算　944 万 2 千円（　－　）
　〇担当課　町民安全課

（９）防災用備品・備蓄品整備事業　※新規
　災害時における被災者救護及び災害対策活動を迅速か
つ円滑に実施できるようにするために必要な食糧品や生
活用品、資機材などの防災用備品・備蓄品の整備充実の
促進を図ります。
　〇予　算　151 万 4 千円（　－　）
　〇担当課　町民安全課

（１０）自主防災組織活動交付金
　災害発生時における応急活動を円滑に行うため、自主
防災組織等が実施する防災・消火訓練に対し、活動交付
金を交付します。
　〇予　算　69 万 7 千円（69 万 7 千円）
　〇担当課　町民安全課
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２　道路網の整備

（１）防災・安全交付金事業
　町が管理する道路を安全・安心に利用していただくた
め、道路施設や附属物等の点検を実施し、計画的に管理・
修繕を行います。
　○内　容　＊道路法面補修設計・補修工事
　　　　　　＊橋梁補修設計・補修工事
　〇予　算　9,700 万円（2 億 800 万円）
　〇担当課　建設課

（２）町道改良事業
　住民の生活基盤である町道の整備拡充を図ります。
　○内　容　工事：町道海上河合谷線（舗装）、
　　　　　　　　　町道湯村歌長線
　〇予　算　1,220 万円（600 万円）
　〇担当課　建設課

（３）新残土処分場整備事業
　浜坂道路Ⅱ期事業を見据えた公共事業等の促進を図る
ため、新残土処分場整備工事を進め、31 年度中の供用
を目指します。
　〇予　算　10 億 7,184 万円（4 億 3,040 万円）
　〇担当課　建設課

３　交通・移動手段の充実

（１）航空機利用助成事業
　但馬空港の利用促進を図るため、町民等が但馬～大阪
間の航空機を利用する際の航空運賃を助成します。
　また、小学校 4 年生を対象に、飛行機を利用した社
会施設見学の旅を実施する際の航空運賃も助成します。
　〇予　算　453 万 7 千円（390 万 6 千円）
　〇担当課　企画課

（２）町民バス運行事業
　公共交通として、地域住民の生活に必要となる移動手
段を継続的に維持・確保するため、乗車人員の少ない路
線、時間帯においてデマンド運行を取り入れながら、町
民バスを運行します。
　〇予　算　1 億 3,138 万 8 千円（1 億 2,816 万 5 千円）
　〇担当課　企画課

（３）町民タクシー運行事業
　公共交通機関が運行されていない地域に居住する方の
移動手段を確保し、日常生活を支援するため、町民タク
シーの利用券を交付します。
　また、31 年度は新たに久谷地域を対象地域として追
加します。
　〇予　算　185 万円（172 万 3 千円）
　〇担当課　企画課

４　交通安全・防犯対策の充実

（１）交通安全対策事業
　歩行者と運転者の安全を確保するため、危険箇所への
道路標識、ガードレールの設置など交通安全施設の整備
を進めます。
　また、正しい交通ルールやマナーを身につけてもらう
ため、警察や交通安全協会と連携し、交通安全啓発活動
を実施します。
　〇予　算　299 万 3 千円（320 万 9 千円）
　〇担当課　町民安全課、建設課
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（２）高齢者運転免許自主返納支援事業
　高齢者が運転免許証を自主返納しやすい環境を整える
ため、運転経歴証明書の申請にかかる費用を助成します。
　〇予　算　4 万 4 千円（4 万円）
　〇担当課　町民安全課

（３）防犯対策事業
　警察や防犯協会などと連携し、防犯意識の高揚に向け
た啓発活動や防犯情報の提供を進めるとともに、パト
ロールなど地域の防犯活動を支援します。
　〇予　算　155 万 9 千円（155 万 9 千円）
　〇担当課　町民安全課

（４）防犯カメラ設置補助事業
　防犯カメラの設置に係る費用の一部を助成し、地域の
防犯体制の強化を図ります。
　〇予　算　16 万円（8 万円）
　〇担当課　町民安全課

５　上下水道の整備

（１）新温泉町ストックマネジメント計画策定委託事業　※新規
　公共下水道事業施設の今後の老朽化状況を考慮し、優
先順位をもって、施設の点検・調査・修繕・改善を実施
し、施設管理を最適化する目的で計画策定を行い、良質
な下水道サービス提供の持続性を確保します。
　〇予　算　1,551 万円（　－　）
　〇担当課　上下水道課

（２）熊谷浄水場整備事業
　毎日の生活に不可欠な水を安心安全に使えるようにす
るため、膜ろ過設備を整備し、耐塩素性病原生物（クリ
プトスポリジウム等）対策を行います。
　〇予　算　7,973 万 3 千円（750 万円）
　〇担当課　上下水道課

（３）諸寄浄水場整備事業
　毎日の生活に不可欠な水を安全・安心に使えるように
するため、紫外線処理設備を整備し、耐塩素性病原生物

（クリプトスポリジウム等）対策を行います。
　〇予　算　1 億 7,270 万円（1,261 万 5 千円）
　〇担当課　上下水道課

（４）新市水源井戸更新事業
  将来にわたって安全で安定した水量を確保するため、
取水井戸の更新を行います。
　○予　算　８，２７２万円（１，０３７万４千円）
　○担当課　上下水道課

（５）老朽管更新事業
　水道水の安定供給を行うため、漏水が頻繁に発生して
いる区域を中心に配水管の布設替工事を行います。
　○予　算　８，８５０万円（１，４５５万７千円）
　○担当課　上下水道課

（６）水道管路管理システム構築事業　※新規
　将来にわたり安定した水道水の供給や適正な維持管理
を継続するため、水道管路管理システムを導入します。
　○予　算　１，８１５万円（　－　）
　○担当課　上下水道課

６　市街地の整備

（１）中心市街地活性化推進事業
　生活道及び散策道として利用されている味原小径につ
いて、特徴である石垣並みの景観を活かした街なみの形
成を推進し、より一層その魅力と安全性を高めることに
より、散策する方の増加を図ります。また、湯村温泉街
の修景整備を行い、温泉観光地としての魅力を一層高め
ることにより、観光客の増加並びに住民にとって誇りの
持てるまちづくりを推進します。
　県道浜坂駅港湾線の未整備区間として残っている JR
浜坂駅から浜坂北小学校の南西部交差点までの区間の整
備事業に県と共に取組み、地域の活性化と歩行者の安全
性の向上を図ります。
　○内　容
　　＊委託料
　　　・浜坂味原地区案内板設計業務
　　＊本工事
　　　・浜坂味原地区案内板整備工事
　　　・町道浜坂第 54 号線照明柱整備工事
　　　・町道湯村歌長線舗装改良工事
　　　・湯村温泉誘導案内板等整備工事
　　＊負担金
　　　・街路事業（公共）都市計画道路浜坂駅港湾線整
　　　　備負担金
　〇予　算　4,700 万円（2,500 万円）
　〇担当課　建設課
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１　自然環境の保全

（１）多面的機能支払事業
①農地維持支払及び資源向上（共同）
　農地や農業用水、ため池といった農業・農村資源を食
料の安定供給、多面的機能の発揮に不可欠な ｢社会共通
資本｣と位置付け地域ぐるみの保全活動を実施するため、
集落単位に農村保全活動組織を発足し、活動計画等につ
いて町と協定を結び、その実践活動に助成します｡
　○内　容
　　＊取組活動組織：40 組織
　　＊交付単価：田 5,400 円　畑 3,440 円
　　　（継続地区及び長寿命化重複地区は 7.5 割単価）
　　　（「多面的機能の増進を図る活動」に取り組まない
　　　場合は、資源向上支払基本単価の 5/6 になる。）
　　＊交付金負担割合：国 2/4、県 1/4、町 1/4
②資源向上（長寿命化）
　集落を農地・農業用水等の資源保全管理活動を行う主
体と位置付け、水路、農道路肩、ため池の補修や農道舗
装の更新等、施設の長寿命化のための活動を支援します。
　○内　容
　　＊取組活動組織：34 組織
　　＊交付単価：水田 4,400 円　畑 2,000 円
　　＊交付金負担割合：国 2/4、県 1/4、町 1/4
　〇予　算　5,676 万 5 千円（5,668 万円）
　〇担当課　農林水産課

（２）地域用水環境整備事業
　河川における魚の遡上を容易にするため、岸田川に設
置された農業取水用の井堰を魚道機能を備えた構造に整
備し、生態系の保全を図ります。
　31 年度は大庭井堰の遡上路補修を行います。
　○内　容　＊整備箇所：長原井堰、太平井堰
　　　　　　　　　　　　岩立井堰、上井堰、大庭井堰
　　　　　　＊負 担 率：Ｈ 26 ～Ｈ 31 整備事業
　　　　　　　（国 55％、県 27.5％、町 17.5％）
　〇予　算　87 万 5 千円（450 万円）
　〇担当課　農林水産課
　

（３）農村地域防災減災事業
　自然災害等でため池が決壊する恐れがある場合の備え
として、浸水被害の範囲や避難場所などの情報を掲載した
ため池ハザードマップを作成し、被害の軽減を図ります。
　○内　容　＊ため池ハザードマップ作成等　１式
　○負担率　＊ 31 年度（国 100％）　　

　〇予　算　300 万円（1,340 万円）
　〇担当課　農林水産課

（４）森林管理 100％作戦推進事業
　森林の多面的機能を高度発揮させるため、間伐が必要
な人工林について公的関与を充実させ、間伐及び作業道
開設を支援し、森林管理の徹底を図ります。
　○内　容　
　　＊対象森林：スギ・ヒノキの人工林、材齢 26 ～ 60 年生
　　＊補 助 率：造林事業（国 51％、県 17％）の補助残（32％）
　　　について、「森林管理 100％作戦」推進事業により、
　　　兵庫みどり公社 7.5％、町 24.5％を補助
　　＊除 間 伐　：A ＝ 130ha
　　＊作業道開設：L ＝ 9,000 ｍ
　〇予　算　1,467 万 8 千円（1,538 万 2 千円）
　〇担当課　農林水産課

（５）緊急防災林整備事業（県民緑税活用）
　急傾斜、斜面形状等で山地災害防止機能の高度発揮が
求められる概ね 60 年生以下のスギ・ヒノキ林を対象に、
間伐材を利用した土留工の設置などを実施します。環境
対策育林実施箇所内に実施します。
　○内　容
　　＊事業規模：簡易土留工 50ha
　　＊補 助 率：100％
　〇予　算　1,429 万 1 千円（1,222 万 7 千円）
　〇担当課　農林水産課

（６）住民参画型森林整備事業
　森づくりへの取組意欲が高い地域を対象に、地域住民
やボランティア等による自発的な「災害に強い森づくり」
整備活動に対し、技術面や資機材費等を支援し、「参画
と協働」による「災害に強い森づくり」を進めます。
　〇予　算　240 万円（0 万円）
　〇担当課　農林水産課

（７）森林環境経営管理事業　※新規
　森林環境譲与税（仮称）が 31 年度から自治体へ譲与
されるのにあわせ、間伐や路網などの森林整備、木材の
利用促進や普及啓発等の事業を進め、森林の有する機能
を高め、災害の防止や水源涵養等に努めます。
　〇予　算　1,100 万円（　－　）
　〇担当課　農林水産課
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（８）海岸・漁港環境保全事業
　海岸環境の景観維持、美化保全を図るため、海岸の美
化清掃を行います。また、浜坂漁港内にある緑地帯等の
維持管理を行い、景観の美化を図ります。
　〇予　算　1,690 万円（1,200 万円）
　〇担当課　農林水産課

（９）自然公園維持管理、施設管理事業
　国立公園・自然公園内の環境美化活動の推進や、施設
の維持管理を行います。
　上山高原一帯遊歩道等の施設管理及び修繕や、上山高
原エコミュージアムと連携し自然を活用したプログラム
を実施します。
　〇予　算　304 万円（302 万 3 千円）
　〇担当課　商工観光課

（１０）自然環境整備事業
　近年、登山者が増えている霧ヶ滝渓谷（新温泉町岸田
地区）や小又川渓谷（新温泉町海上地区）において、遊
歩道や情報案内看板、休憩所及び駐車場等を整備し、登
山者や地域住民がより安全で気軽に自然を親しむ環境を
整えます。
　〇予　算　1,802 万 4 千円（1,429 万 9 千円）
　〇担当課　商工観光課

２　生活環境の充実

（１）定住促進住宅取得助成金事業
　過疎化による人口減少を抑制し、町内の若者の定住促
進及び本町へのＵ・Ｉ・Ｊターンの住宅支援を図るため、
町内で新たに住宅を購入する、又は増改築を行う費用の
一部を助成します。定住人口の確保に併せて、町内の住
宅関連産業の振興を図ります。
　○内　容
　　＊対象年齢：満 45 歳未満（町外在住者は年齢不問）
　　＊対象金額：[ 新築及び購入 ] 500 万円超
　　　　　　　　[ 改修 ]　　　　　50 万円超
　　＊助成金額：費用の 1/10（上限 50 万円）
　〇予　算　1,400 万円（1,400 万円）
　〇担当課　商工観光課

（２）いなか暮らし体験住宅運営事業
　新温泉町に移住を希望している方に、新温泉町での田
舎暮らしを体験してもらうため、生活拠点となる賃貸住
宅を運営し、町内への定住促進を図ります。
　〇予　算　86 万 6 千円（86 万 6 千円）
　〇担当課　商工観光課

（３）新温泉町住宅リフォーム助成金
　住宅リフォームを行った場合に費用の一部を助成しま
す。快適な住環境の整備と工事の需要を喚起することで、
地域経済の活性化を図ります。
　○助成額　住宅リフォーム費用の 1/10（上限 10 万円）
　○条　件　町内に本店等を有する業者を利用しての施工
　〇予　算　500 万円（500 万円）
　〇担当課　商工観光課

（４）新温泉町空き家リフォーム助成金
　新温泉町「空き家バンク」に登録している又は登録予
定の空き家のリフォームを行った場合に費用の一部を助
成します。31 年度からは空き店舗のリフォームに係る
費用も助成対象とし、空き家・空き店舗を再生すること
で、移住定住の促進、商店街の振興を図ります。
　○助成額　リフォーム費用の 1/10（上限 50 万円）
　○条　件　
　　町内に本店等を有する業者を利用しての施工
　〇予　算　150 万円（300 万円）
　〇担当課　商工観光課

（５）空家等対策事業
　安全・安心な生活環境を確保するため、空家等対策計
画に基づき、空き家の適切な管理を推進し、倒壊等のお
それがある老朽危険空き家の除却に係る費用の一部を助
成します。31 年度は、周囲に危険を及ぼしている空き
家の撤去工事を行います。
　○内　容　老朽危険空き家除却助成：3 戸
　　　　　　空き家撤去工事：1 戸
　〇予　算　700 万円（200 万円）
　〇担当課　建設課

３　循環型社会の形成

（１）エコ・コンパクトタウン推進事業
　環境にやさしいまちづくりと循環型まちづくりによる
地域活性化をめざし、再生可能エネルギーの普及推進を
図ります。
　○内　容　＊再生可能エネルギー導入促進事業補助
　　　　　　＊エコ・コンパクトタウン推進協議会
　〇予　算　104 万 6 千円（134 万 5 千円）
　〇担当課　企画課

（２）河川の水質検査
　河川の水質を守るため、定期的な水質検査を実施します。
　○内　容　＊ 6 河川／年 2 回（宮谷川・味原川・田井川・
　　　　　　　　　　　　　　　段川・田君川・結川）
　　　　　　＊岸田川新市橋上流部／年１回
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　〇予　算　37 万 5 千円（36 万 5 千円）
　〇担当課　町民安全課

（３）資源ごみ集団回収運動奨励事業
　ごみの減量及び資源の有効利用を図るため、区及び各
種団体等が行う資源ごみ集団回収運動に対し、資源ごみ
集団回収運動奨励金を交付します。
　〇予　算　190 万 8 千円（231 万 4 千円）
　〇担当課　町民安全課

（４）北但行政事務組合負担金
　北但行政事務組合（1 市 2 町構成）が運営しているク
リーンパーク北但の運営費を拠出し、自然あふれる北但
地域での循環型社会の形成に貢献します。
　〇予　算　5,543 万 1 千円（5,367 万円）
　〇担当課　町民安全課

４　高度情報化の推進

（１）情報化推進事業
　高度情報通信社会に対応した情報基盤の整備や有効活
用により情報化を進め、住民サービス等の向上を図ります。
　○内　容　＊情報化推進委員会
　　　　　　＊第 3 次情報化計画の推進
　〇予　算　182 万 4 千円（211 万 4 千円）
　〇担当課　企画課
　

（２）公衆無線 LAN 設置補助金
　いつでも、どこでも、だれでも、必要な情報を利活用で
きるインターネット接続環境を整備するため、町内事業者
等の公衆無線ＬＡＮ設置費用の一部を助成し、ユーザー参
加型の公衆無線ＬＡＮネットワークの構築を目指します。
　〇予　算　6 万円（6 万円）
　〇担当課　企画課

５　安心な消費生活の推進

（１）消費者行政推進事業
　悪質商法や多重債務等の消費者問題への対応を強化する
ため、消費生活相談員を配置し、相談窓口の充実を図ります。
　〇予　算　287 万 6 千円（306 万 2 千円）
　〇担当課　地域振興課

（２）高齢者詐欺被害防止対策用器具貸出事業
　高齢者詐欺被害防止対策として、高齢者世帯等を対象に
電話機に取り付ける詐欺被害防止器具の貸出を行います。
　○内　容　機器購入費 500 千円
　　　　　　貸出条件：65 歳以上の 1 人暮らし高齢者等

　　　　　　（貸出料：無料）
　〇予　算　50 万円（50 万円）
　〇担当課　地域振興課

６　温泉配湯の利活用

（１）温泉配湯助成金事業　※新規
　町内の温泉を活用し、移住・定住の促進を図るため、町
内で住宅の新築、購入、改修を実施し、あわせて新たに温
泉の配湯を開始した方を対象に、支払った温泉使用料に対
して助成を行います。（助成金の支払開始は 32 年度以降）
　○対象者　新温泉町定住促進住宅取得助成金の交付対
　　　　　　象者
　〇予　算　1 万円（　－　）
　〇担当課　商工観光課

（２）七釜温泉ゆ～らく館改修事業
　七釜温泉ゆ～らく館施設の老朽化に伴う目隠し用フェ
ンスの取替工事等を行い、利用者の安全確保と利用促進
を図ります。
　〇予　算　676 万 7 千円（218 万 9 千円）
　〇担当課　商工観光課

（３）温泉審議会運営・地熱対策事業
　各温泉の源泉状況を把握するとともに、温泉を有効か
つ適正に利用するため温泉審議会等を通じて地熱対策を
行います。
　〇予　算　13 万 8 千円（13 万 8 千円）
　〇担当課　企画課

（４）リフレッシュ館健康風呂改修事業　※新規
　リフレッシュパークゆむらの健康風呂天井等の改修工
事を行い、指定管理者である㈱温泉町夢公社とともに施
設の適切な管理運営と利用促進を図ります。
　〇予　算　4,492 万 8 千円（　－　）
　〇担当課　商工観光課

（５）浜坂温泉老朽管更新事業
　浜坂温泉の各戸配湯を安定的に行うため、漏湯が頻繁に
発生している区域を中心に配湯管の布設替工事を行います。
　○予　算　１，０５６万１千円（１，０６０万円）
　○担当課　上下水道課

（６）温泉管路管理システム構築事業　※新規
　将来にわたり安定した温泉の供給や適正な維持管理を
継続するため、温泉管路管理システムを導入します。
　○予　算　８８万円（　－　）
　○担当課　上下水道課
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１　参画と協働の推進

（１）特別表彰事業　※新規
　新たな元号となる年を記念して、地域の住民団体の
リーダーとして元気なまちづくりを積極的に進め、その
功績が顕著であった方を対象に表彰を行います。
　○表彰式（予定）
　　平成 31 年 11 月 4 日（月・休日）　
　〇予　算　39 万 7 千円（　－　）
　〇担当課　総務課

（２）アンケートモニター事業
　住民の意向をまちづくりに反映させるため、アンケー
トモニターを募集し、インターネットを活用して電子
メールでアンケート調査を実施します。
　〇予　算　8 万 2 千円（8 万 7 千円）
　〇担当課　企画課

（３）地域運営組織研究事業
　過疎化・高齢化により集落機能が低下する中、地域に
おける暮らしを持続可能とするため、「集落」の枠組み
を越えて広い範囲で活性化を図る新しい地域運営の取組
を研究します。
　〇予　算　12 万 3 千円（12 万 3 千円）
　〇担当課　企画課

（４）地域振興事業
　地域コミュニティの充実を図るため、区及び町内会が行
うコミュニティ施設整備や街路灯設置等の地域の取組を支
援します。
　〇予　算　422 万 3 千円（304 万 9 千円）
　〇担当課　企画課

　２　人権・平和の尊重

（１）人権啓発推進事業
　人権啓発推進条例及び人権啓発方針に基づき、人権意
識の高揚とお互いの人権が尊重され、誇りが持てるまち
づくりをめざし、「差別をなくし人権文化をすすめる町
民運動」として各種団体、企業、各地域における人権学
習会、街頭啓発、人権講演会などを実施し、人権啓発を
推進します。29 年度に策定した第 3 次男女共同参画社
会プランに基づき、男女共同参画社会の実現に向けて、
町民と行政が協力して取り組んでいきます。
　また、30 年度実施した「町民人権意識調査」の結果
報告書を作成し、人権啓発資料として活用します。
　〇予　算　249 万 1 千円（246 万 5 千円）
　〇担当課　生涯教育課

（２）隣保館活動事業
　基本的人権尊重の精神に基づき、福祉の向上や人権啓
発・住民交流の拠点となる開かれた「人権センター」と
して、人権学習交流スポーツ大会、教養文化講座、近隣
文化祭、各種人権相談など学習・啓発・交流事業を実施
し、人権教育及び人権啓発を推進します。
　〇予　算　685 万 2 千円（660 万 3 千円）
　〇担当課　生涯教育課

（３）人権学習事業
　人権教育にかかる課題解決と人権が真に尊重される社
会の実現をめざし、地域の教育活動や人権に関わる文化
創造活動を推進します。
　○内　容
　　＊人権学習事業（ささゆり・ひまわり）
　　＊新温泉町人権教育推進協議会交付金
　　＊新温泉町人権セミナーの開催
　　＊人権啓発冊子「ひらり第 14 号」発行事業
　〇予　算　534 万 6 千円（426 万 1 千円）
　〇担当課　生涯教育課
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３　行財政改革の推進

（１）行財政改革の推進
　将来にわたる持続可能な財政基盤と住民満足度の高い
行政体制を確立するため、「量と質の改革による住民満
足度の向上」を基本姿勢とする第３次行財政改革大綱及
び同実施計画（H27 ～ H31）に基づき、引き続き、改
革と改善を繰り返しながら、行財政改革の着実な推進を
図ります。
　また、31 年度は 32 年度以降の第 4 次行財政改革大
綱及び同実施計画の策定を行います。
　〇予　算　20 万 3 千円（13 万 6 千円）
　〇担当課　総務課

（２）公共施設個別施設計画策定事業　※新規
　28 年度に策定した公共施設等総合管理計画に基づき
町が管理する公共施設等の維持・改修を計画的に行うた
め、31 年度は個別施設計画を策定します。
　〇予　算　5 万円（　－　）
　〇担当課　総務課

４　広域連携・交流の強化

（１）広域行政事業
　近隣自治体の連携による広域ネットワークの形成を強
化し、交流人口の拡大、観光資源の広域的活用、生活基
盤の充実など、広域的な取組を進めます。また、「但馬
定住自立圏」、「因幡・但馬麒麟のまち連携中枢都市圏」
の連携を充実し、圏域の一体的発展を目指します。
　〇予　算　703 万 1 千円（703 万 6 千円）
　〇担当課　企画課

（２）国際交流事業
　新温泉町国際交流協会を中心に、南太平洋大学との交
流事業や、外国人に優しいまちづくり活動の一環として、
町内在住の外国人のための日本語学習支援事業を継続し
ます。また、中学生の国際理解教育を促進するための姉
妹校交流の支援や青少年の国際感覚を磨く機会として青
少年海外研修を行い、町民の国際意識の醸成を図ります。
　〇予　算　778 万 8 千円（729 万 9 千円）
　〇担当課　商工観光課、生涯教育課

（３）都市との交流事業
　いなか体験協議会を中心として、自然体験活動を行う
団体や小中学校などの受け入れに係る誘致活動に引き続
き取り組みます。
　〇予　算　37 万 9 千円（37 万 9 千円）
　〇担当課　商工観光課

（４）但馬牧場公園管理運営事業
　但馬牛の振興とあわせて、四季折々の豊かな自然、但
馬牛をはじめとする動物とのふれあい、農産物加工体験
などの牧場公園の多面的な機能を生かし、多くの来園者
を受け入れ、都市と農村との交流促進と地域の活性化を
図ります。
　〇予　算　9,119 万円（8,847 万 8 千円）
　〇担当課　牧場公園課

（５）但馬牧場公園施設整備事業　※新規
　30 年度にリニューアルオープンした但馬牛博物館の
ＰＲなど、地域資源である但馬牛を活かした誘客促進の
取組を行っているなかで、老朽化対策が喫緊の課題と
なっているゲレンデ人工芝の天然芝張替事業に県・町が
一体となって取組、更なる入園者数の像を目指します。
　〇予　算　5,302 万 9 千円（　－　）
　〇担当課　牧場公園課
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（６）麒麟のまちＤＭＯ事業
　鳥取県東部 1 市 4 町（鳥取市・岩美町・智頭町・若
桜町・八頭町）と兵庫県北西部 2 町（新温泉町・香美町）
の金融機関・観光協会・経済団体・旅行業者・交通事業
者・宿泊事業者・自治体などで構成する地域連携 DMO「一
般社団法人麒麟のまち観光局」の活動に取組ます。
　〇予　算　131 万 8 千円（150 万円）
　〇担当課　商工観光課

（７）山陰海岸ジオパーク館パワーアップ事業
　山陰海岸ジオパークの中核拠点施設としての機能を充
実させるため、空調機等施設の改修や展示コーナー、体
験コーナーの更新を実施してジオパーク館のパワーアッ
プを行います。
　情報発信機能・体験学習機能の更なる充実により交流
人口の拡大を目指します。
　〇予　算　1,670 万 4 千円（1,995 万 4 千円）
　〇担当課　商工観光課

（８）山陰海岸ジオパーク推進事業
　30 年度の世界ジオパーク審査結果を踏まえ、山陰海
岸ジオパークをより一層活用し、住民がまちに自信と誇
りを持てるまちづくりを進めるとともに、観光振興や環
境保全、教育活動、地場産業の振興を図ります。また、
山陰海岸ジオパーク推進協議会やエリア内の各府県市町
と連携して各種事業を行います。山陰海岸ジオパーク館
においては、体験学習、現地見学会などを充実させ、町
ジオパークネットワークでは認定ガイドを養成し、ジオ
パーク活動の促進を図ります。
　〇予　算　1,734 万 9 千円（1,616 万 7 千円）
　〇担当課　商工観光課

５　情報発信の強化

（１）広報活動事業
　広報しんおんせん、ホームページ、ＳＮＳ、行政放送、
報道機関への情報提供など各媒体の特性を生かし、効果
的な情報発信を行います。
　また、31 年度から広報しんおんせんの発行回数を月
1 回に集約し、紙面の充実を図ります。
　〇予　算　526 万 4 千円（448 万 2 千円）
　〇担当課　企画課
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行財政改革への取組
　これまでの第 1 次、第 2 次の行財政改革では、人件費や経費の削減を中心とした量的な改
革を重視した取組により、行政運営のスリム化に一定の成果を挙げてきましたが、今後は、そ
れに加えて住民満足度を高める質的な改革を重視した取組の充実が求められます。
　平成 31 年度は第 3 次行財政改革大綱の 5 年目の年であり、第 2 次行財政改革大綱の基本
姿勢である「住民の参画と協働」を継承しながら、「量と質の改革による住民満足度の向上」
を基本姿勢として、引き続き行財政改革に取り組みます。　
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●行財政改革の取組による計画効果額

 　約2億 9,696万円（平成27年度～31年度の5年間）

　　（累積効果額　約7億 7,699万円）

【内　訳】

基本方針と重点項目
 　　　　平成 31 年度までの計画効果額 

うち平成 31 年度
計画効果額 

1 住民との協働の深化
(1) 行政への住民参画の促進

 －  －(2) 協働まちづくりの推進
(3) 情報共有化の推進

2 自立した財政運営の推進
(1) 経費の削減と財政の健全化

7,736 万円     

（1 億 1,599 万円）

1,381 万円 

（2,773 万円）

(2) 自主財源の確保
(3) 使用料・手数料の適正化
(4) 補助金等の適正化
(5) 公営企業等の経営健全化

3 良質な行政運営の推進
(1) 行政サービスの質的向上

 80 万円

（240 万円） 

 16 万円

（80 万円）
(2) 事務事業の改善と効率化
(3) 電子自治体の推進
(4) 公共施設の適正化

4 行政運営力の強化
(1) 行政組織の最適化  2 億 1,880 万円

（6 億 5,860 万円）

 5,200 万円

（2 億 1,880 万円）
(2) 定員管理と給与等の適正化
(3) 人材育成の推進

合　　　　　　計
 2 億 9,696 万円

（7 億 7,699 万円） 

6,597 万円

（2 億 4,733 万円） 

※計画効果額・・・第 3 次行財政改革実施計画における計画効果額
※累積効果額・・・単年度効果額に過年度実施分の継続効果を加えた額
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まちの台所事情

※「普通会計」とは、総務省の定める会計区分のひとつで、一般会計、特別会計など各会計で経理する事業の範
囲が自治体ごとに異なっているため、統一的な基準で整理して比較できるようにした統計上の会計区分をいいま
す。具体的には一般会計、残土処分場事業特別会計（浜坂・温泉）をいいます。

１　普通会計予算の推移

　（平成30年度、31年度の当初予算比較）

町税
13 億 5 千万円

（12.6％）

【歳入】
平成 30 年度
歳入総額
107 億 2 千万円

平成 31 年度
歳入総額
116 億 2 千万円

町税
13 億 5 千万円

（11.6％）

地方交付税
42 億 5 千万円

（39.6％）

地方交付税
45 億 6 千万円

（39.3％）

町債
16 億円

（15.0％）

 町債
22 億 3 千万円

（19.2％）

分担金及び負担金
　1 千万円（0.1％）

諸収入 4 億 3 千万円（3.7％）

地方譲与税等交付金
3 億 4 千万円（3.2％）

県支出金 8 億 3 千万円（7.2％）

その他
1 億 1 千万円

（1.0％）

使用料及び手数料
2 億 5 千万円（2.3％）

諸収入 4 億 8 千万円（4.4％）

国庫支出金 6 億円（5.6％）

分担金及び負担金
1 千万円（0.1％）

使用料及び手数料
2 億 2 千万円（1.9％）

地方譲与税等交付金
3 億 4 千万円（2.9％） 国庫支出金 6 億円（5.1％）

その他
2 千万円

（0.2％）

【歳出】
平成 30 年度
歳出総額
107 億 2 千万円

平成 31 年度
歳出総額
116 億 2 千万円

扶助費 7 億 7 千万円（7.2％）

県支出金 9 億 3 千万円（8.7％）

扶助費 8 億 1 千万円（7.0％）

※端数処理により合計と内訳が一致しない場合があります。

その他
6 億 4 千万円

（5.5％）

普通建設事業費
16 億 1 千万円

（15.0％）

物件費
20 億 5 千万円

（19.1％）

補助費等
20 億 6 千万円

（19.2％）

繰出金
5 億 9 千万円

（5.5％）

その他
8 億 1 千万円

（7.5％）

人件費
14 億 3 千万円

（13.4％）

公債費
14 億円

（13.1％）

人件費
14 億 5 千万円

（12.5％）

普通建設事業費
22 億 2 千万円

（19.1％）

公債費
14 億 4 千万円

（12.4％）

物件費
21 億 5 千万円

（18.5％）

補助費等
21 億 6 千万円

（18.5％）

繰出金 7 億 5 千万円（6.5％）

H25 H26 H29H22 H23
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H24

百万円 普通会計歳出決算（性質別）推移

人件費

公債費

扶助費

普通建設費

物件費

補助費等

繰出金

その他

H27 H28

     394
     1,298

     1,426

     1,412

    1,478

     1,540

     1,226

     1,465

     1,684

     581

     894
    971

     1,718

     2,215     1,284

     812
     1,389

     1,271

     1,411

     1,335

     1,757

     768
     1,141

     1,669

     1,658

    758
     1,068

    806

     1,743

     1,676      1,588

     1,843

    1,348
    610

     631
     1,280

     1,429

     1,443

     801

     1,693

     704
     1,320

     1,815

     1,514

     1,087
     890

     1,567

     1,536

繰入金 8 億 9 千万円（8.3％）

繰入金 9 億 4 千万円（8.1％）
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     940
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　【新温泉さんの家族】　
　

支　　出 家計（1 か月） 町予算（年間予算）
① 食費（人件費） 44,000 円 14 億 5 千万円

② 医療費・教育費・保育料等
（扶助費） 24,000 円 8 億 1 万円

③ 光熱水費・電話代・生活用品等
（物件費） 65,000 円 21 億 5 千万円

④ 子どもへの仕送り（繰出金） 23,000 円 7 億 5 千万円

⑤ サークル等の会費・知人への援助
（補助費等及び出資・貸付金） 80,000 円 28 億 5 千万円

⑥
自宅の増改築・車や電気製品
の購入等（普通建設事業費・
維持補修費）

67,000 円 22 億 4 千万円

⑦ 貯金の積立て（積立金） 3,000 円 　1 億 0 千万円

⑧ 借金の返済（ローンの支払い）
（公債費） 43,000 円 14 億 4 千万円

⑨ その他（予備費） 1,000 円 3 千万円
合　　計 350,000 円 116 億 2 千万円

収　　入 家計（1 か月） 町予算（年間予算）
① 給料（町税） 41,000 円 13 億 5 千万円

② パート収入
（使用料・手数料等） 23,000 円 7 億 6 千万円

③ 財産の運用・売却益
（財産収入） 0 円 1 千万円

④ 親からの援助など
（地方交付税、国・県支出金等） 191,000 円 63 億 3 千万円

⑤ 借金（車・住宅ローン）
（町債） 67,000 円 22 億 3 千万円

⑥ 貯金の取り崩し（繰入金） 28,000 円 9 億 4 千万円
合　　計 350,000 円 116 億 2 千万円

　お父さんとお母さんの収入だけでは生活できず、親からの援助により生計が成立っている状況は昨
年までと変わりありません。景気の低迷などにより、昨年に比べて、給料・パート・親からの援助な
どの収入が減る一方で、暮らしを維持するために必要な自宅の増改築・車や電気製品の購入費、光熱
水費・電話代・生活用品等が増えるため、食費、子どもへの仕送りを抑えるなどの節約を行い、借金
と貯金を取り崩すことで何とか生計を保っているのが今年度の家計の現状です。

　平成 31 年度の新温泉町の普通会計予算 116 億 2 千万円を、年収 420 万円（月収 35 万円）の家計に例え
てみると・・・

２　町の予算を家計に例えてみると…

　　　　サラリーマンのお父さん、パート勤めのお母さん、子ども 2 人

⑨ 0.3％

① 12.6％

② 6.8％

③ 18.6％

④ 6.6％

⑤ 22.8％

⑥ 19.1％

⑧ 12.3％

⑦ 0.9％

① 11.7％

② 6.6％

③ 0％

④ 54.6％

⑤ 19.1％

⑥ 8.0％
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　貯金（基金）のうち使途が限定されていない財政
調整基金は、平成 29 年度末で約 22 億 2,000 万円
となりましたが、平成 30 年度は決算剰余金が見込
めないため、平成 30 年度末で約 18 億円となる見

込みです。また、平成 31 年度予算においては財源
確保のため約 5 億 7,200 万円財政調整基金を活用
することとなりました。

【基金残高の状況】 （単位：千円）

基　　金　　名
平成 29 年度末

現在高
平成 30 年度末
現在高見込額

（Ａ）

平成 31 年度 平成 31 年度末
現在高見込額

（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ）
積立予定額

（Ｂ）
取崩予定額

（Ｃ）
① 財政調整基金 2,218,200 1,802,227 2,508 572,000 1,232,735
② 減債基金 264,803 265,001 195 0 265,196

③
その他
特定目
的基金

ふるさと水と土対策基金 1,275 1,276 1 0 1,277
地域福祉基金 54 54 0 0 54
海岸環境美化基金 79 79 0 0 79
地域振興基金 700,000 900,000 0 0 900,000
十字谷残土処分場整備基金 62.331 84,792 3,806 1 88,597
下タ山公共建設残土処分場事業基金 81.162 66,678 129 33,163 33,644
二日市温泉配湯事業施設整備基金 381 508 1 0 509
ふるさとづくり基金 1,933 56,292 100,012 56.283 100,021
森林環境基金 0 0 1,500 0 1,500
計　①～③　（普通会計） 3,330,218 3,176,907 108,152 661,447 2,623,612

④ 土地開発基金　（現金のみ） 49,784 49,789 11 0 49,800
計　①～④ 3,380,002 3,226,696 108,163 661,447 2,673,412

⑤ 国民健康保険財政調整運用基金 255,572 324,812 207 1 325,018
⑥ 国民健康保険直営診療所基金 110 110 0 0 110
⑦ 介護保険給付費準備基金 98,004 133,145 127 13,946 119,326
⑧ 七釜温泉配湯事業施設整備積立基金 13,616 19,484 3 1 19,486

合計　①～⑨ 3,747,304 3,704,247 108,500 675,395 3,137,352

      500

           0

   1,000

   1,500

百万円
１人当たり基金残高
　　　  （普通会計）
25 年度末 15 万 8 千円
26 年度末 18 万 6 千円
27 年度末 18 万 6 千円
28 年度末 19 万 3 千円
29 年度末 22 万 5 千円

基金残高の推移（普通会計）

H25 H27 H31H22 H23 H24 H26

2,000

1,178

2,624

3,330
2,927

604

2,218

1,363

1,781

1,061

2,945

2,227 2,255

2,500

3,000

H28 H29

3　貯金の状況

2,119

2,926

3,500
基金残高

財政調整基金残高 2,529

1,909
1,592

29

3,177

1,802

H30

1,233
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合併特例債、過疎対策事業債を活用していくなど適
切な管理を行います。

　

４　借金の状況

　町の借金は、平成 29 年度末現在で全会計合わ
せると約 223 億円（平成 28 年度末 228 億円）、
町民一人当たり約 150 万円（同 150 万円）とな
り、普通会計の借金は約 138 億円（同 137 億円）
で、町民一人当たり約 93 万円（同 90 万円）となっ
ています。財政健全化のため、有利な財源である
　

◆町債とは・・・
   町債は、学校や道路、下水道などの多額の経費
を要する建設事業を行うための借金であり、長期
間町民に活用されるため、建設時の町民だけに負
担してもらうのではなく、次の世代にも負担を求
め、世代間でこれらの事業に対する負担の公平を

H31

【町債残高の状況】 （単位：千円）

区　　　分 平成 29 年度末
現在高

平成 30 年度末
見込額

平成 31 年度末
見込額

一般会計 13,762,190 13,943,209 14,018,725
浜坂地区残土処分場事業特別会計 0 0 1,119,300
　　　　　　①小　計（普通会計） 13,762,190 13,943,209 15,138,025
国民健康保険事業特別会計 10,721 9,318 7,906
下水道事業特別会計 5,124,186 4,692,997 4,258,765
浜坂温泉配湯事業会計 0 0 10,500
水道事業会計 2,302,924 2,634,729 2,810,547
公立浜坂病院事業会計 1,073,021 1,133,731 1,121,651
　　　　　　②小　計　　　　　 8,510,852 8,470,775 8,209,369
　　　　　　① + ②合　計　　　 22,273,042 22,413,984 23,347,394

図るものです。町債を発行して事業を行いつつ、町
債の中でも、償還額の一部に対して交付税が算入さ
れる有利な町債を活用していくことも大切です。た
だし、財政健全化のため借金の残高を減らすことも
重要です。

１人当たり町債残高
（普通会計）

25 年度末 84 万 9 千円
26 年度末 84 万 0 千円
27 年度末 87 万 8 千円
28 年度末 90 万 4 千円
29 年度末 92 万 6 千円

14,196

13,555
13,948

13,500

14,000

14,500

15,000

15,500

16,000

16,500
百万円

13,000

14,501

1,119
1,261

1,806 1,389 1,605

百万円

0

2,500

H29

15,133

2,227

14,605

1,304

町債残高の推移（普通会計）

H27 H28H22 H23 H24 H25 H26

13,243

1,500
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1,099 1,116

13,763 13,619

12,500

12,000

500

1,000

2,000

1,478

13,762

町債発行額 町債残高
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５　地方交付税・町税の状況

　地方交付税には、普通交付税と特別交付税があり
ます。普通交付税では「重点課題対応分」として子
ども・子育て支援等社会保障の充実や、まち・ひと・
しごと創生事業費、森林環境整備事業費などが財政
措置される一方、町合併後 14 年目となり、合併後
10 年間は認められていた合併特例措置の段階的な縮

臨時財政対策債とは・・・
　地方の財源不足を補てんするため特例的に認められる地方債です。従来は、この財源不
足額を補てんするため、国が地方交付税特別会計で借り入れし、地方交付税として地方自
治体に配分してきました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　平成 13 年度から自治体自ら直接借り入れる方式に切り替えられました。これを「臨時
財政対策債」といいます。

4,448
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341

5,475

1,000

2,000

3,000
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5,000
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　　0

百万円
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H31H22 H23

5,197
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394

合計

特別交付税

臨時財政対策債

普通交付税

H24

4,199

256

※端数処理により合計と内訳が一致しない場合があります。

H25

4,440

527

209

4,768

地方交付税の推移（臨時財政対策債を含む）

減や人口減少の影響による減額等により、1 億 6,700
万円の減額を見込みます。
　町税は、平成 31 年度における税制改正を含め、
景気の動向、過去の実績や徴収努力等を勘案した結
果、ほぼ前年度並みの13 億 5,200 万円を見込みます。
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※端数処理により合計と内訳が一致しない場合があります。

461

61

789

41
8128

1,461

項　　目 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度
経常収支比率 87.0％ 84.2% 84.0% 83.8%
実質公債費比率 15.1％ 13.6% 11.8% 10.8%
標準財政規模 65 億 2,800 万円 65 億 6,000 万円 64 億 100 万円 62 億 7,200 万円

経常収支比率

　人件費（食費）、扶助費（医療費等）、公債費（借金の返済）などの義務的な経常経費に、
町税（給料）や普通交付税（親からの援助）などの経常的収入がどれだけ充当されている
かを示します。数値が高くなるほど財政の自由度、健全性が失われていることを示します。
　
※例えば、10 万円の収入のうち、Ａさんは生活費など必ず必要な経費が 9 万円とすると、
　経常収支比率は 9 万円÷ 10 万円＝ 90％となります。Ｂさんは生活費など必ず必要な
　経費が 7 万円とすると、経常収支比率は 70％となり、Ｂさんの方が自由に使えるお金
　が多いということになります。

実質公債費比率
　一般会計等の普通会計に加え、上下水道、病院などの公営企業会計等（子どもへの仕送
り）を加えた町全体の実質的な債務をもとに算出します。３か年の平均値が 18％以上に
なると起債の許可が必要となり、25％以上なら起債が制限されます。

標準財政規模

　地方自治体の標準的な状態で通常収入が見込まれる一般財源（※）の規模を示す数値

※一般財源とは、歳入のうち町税などのように使途が特定されず、どのような経費にも使
　用することができる資金のことです。

【用語解説】

６　財政指標の状況

合　計

入湯税

町たばこ税

軽自動車税

固定資産税

町民税（法人）

町民税（個人）

H27

486 487 485 497

65 64 55 70

750 738 707 690

41 86
42 51

78
41 78 70

34 36 37 35
1,454 1,432 1,404 1,414
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町税の推移
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